
過去のトラブルの再点検①

○本社を中心にトラブル情報の集約と各事業所への展開を進め、類似トラブルの
再発防止に努めており、平成22年度以降トラブルは減少（平成22年度 48件→

平成25年度 13件（約7割減））。
○今般、全事業所で過去に発生した全てのトラブル（計201件）の再点検を実施し

たところ、各トラブルの原因に対し、各事業所で対応がとられていることを確認
した。今後も、引き続きトラブルの未然防止・削減に努めていく。
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過去のトラブルの再点検②
～漏洩トラブルへの対応～

設備・機器の部品や配管等の劣化・緩み・
破損・腐食等
（例 平成17年11月21日 PCB蒸気漏洩事故
（豊田）、平成20年11月22日 TCB/PCB分離設
備第1蒸留塔コンデンサへの水の混入（大阪））

＜トラブルの原因・事例＞ ＜事業所における対応状況の例＞

設備の点検等
・定期点検・日常パトロールにおける機器・部
品等の状態（バルブやボルトの緩み、チューブ
やホースの腐食など）の確認

JESCO・運転会社・関連会社等の情報共

有不足、工事・点検着手前や運転再開前
の作業条件の確認不足等
（例 平成21年10月17日 メカニカルシール交
換後のVTR回収溶媒の漏洩（大阪）、IPA蒸留
精製における前処理塔リボイラーからの廃液漏
洩（東京））

運転会社・関連会社等の作業監督
・毎日の朝会・夕会におけるJESCO・運転会
社・施工業者間の作業内容確認

・作業従事者間の情報伝達の徹底（運転会社
の交代引継・工事箇所の札掛け表示等）
・非定常作業におけるJESCOによる指示書
発行等

・工事・定期点検の着手及び終了後の運転再
開時における立会い・環境設定内容の確認

設備要因による漏洩

手順・人的要因による漏洩



過去のトラブルの再点検③
～労働災害／排気・排水処理トラブルへの対応～

作業員の作業手順書不順守・注意不足、
適切な工具・保護具等の不十分な使用等
（例 平成20年8月17日 洗浄工程におけるPCB
を含む洗浄液被液（東京）、平成21年2月25日
コンデンサ蓋解体作業における右手甲部の挫裂
創（北海道））

＜トラブルの原因・事例＞ ＜事業所における対応状況の例＞

作業手順書順守・指差呼称徹底等の注意
喚起
作業内容の事前打ち合わせの実施

切創防止用の内手袋、適切な工具や被液
防止用の保護具の着用の徹底
ヒヤリハット活動等による未然防止

排気・排水処理系統の活性炭槽の破過
や処理能力を超える有害物質の流入等
による排気・排水の自主管理目標値等を
超過
（例 平成24年8月8日 排水中ダイオキシン類
分析結果の自主管理目標値超過（東京）、平成
25年7月16日等 排出源モニタリングにおける
ベンゼン濃度の自主管理目標値超過（大阪））

排気処理装置・排水処理装置の保守・点
検（活性炭の定期交換等）と排気・排水の
監視
排気中PCB濃度の常時監視・集中監視
等

労働災害

排気・排水トラブル



No 事業名 発生年月日 事象 件 名 概 要 発生事業所での対応 北九州事業所での対応 豊田事業所での対応 東京事業所での対応 大阪事業所での対応 北海道事業所での対応

1 豊 田 平成17年11月21日 漏洩（施設外） PCB蒸気漏洩事故

第一蒸留塔の底部ポンプに取付けた圧力計が脱落し､防
油堤内にPCB濃縮洗浄油（約200L、PCB濃度約90％）が
漏洩。蒸留エリアに隣接した天井裏にPCB蒸気が一部移
行。中央制御室作業員の操作対応が遅れ、第6系統排気
口からPCB蒸気が漏洩。

圧力計脱落に係る対策として、蒸留塔底部ポンプをリボイラ循環
用塔底ポンプと液処理送液用ポンプで置き換えることによる振動
軽減、圧力計取付部のフランジ接続方式への変更等を実施。蒸気
漏洩対策として、配管貫通部等の開口部のシーリング及び活性炭
吸着槽の設置等を実施。その他、ヒューマンエラー防止策（管理
体制の見直し、指示・連絡の改善、教育・訓練の再実施、緊急時
連絡の見直しと訓練）等を実施。

圧力計・温度計の取付状態、溶剤蒸
留回収室の間仕切りのシールを確認
した。また、非常用換気の切替手順
を再教育した。
指示・連絡の徹底等管理体制の強化
を図った。

発生事業所

圧力計等の接続部を点検するととも
に、袋ネジタイプの接続部について
はユニオンタイプへと変更した。ま
た、蒸留設備室の換気出口をモニタ
リング対象箇所に追加している。管
理体制の強化については、No.2及び
No.3の事象への対応参照。

定期点検時に圧力計・温度計の取付
状態を確認している。
また、指示・連絡の徹底等管理体制
の強化を図っている。

PCBを含む液が通る配管の圧力計をフ
ランジ接合によることを標準化し
た。壁貫通部の仕舞いの確認、天井
裏を含む各エリアの圧力の監視、活
性炭吸着塔による排気の処理等を実
施している。その他、指示・連絡の
徹底等管理体制の強化を図った。

2 東 京 平成18年3月28日 漏洩（施設外）
微量PCB含有廃水の流出事
故

PCB廃水を仮設タンクへ送水し、処理液回収タンクレベ
ルを低減させる操作を行っていたところ、処理液回収
タンクから仮設タンクへ送水中に微量のPCBを含有する
廃水を流出（オーバーフロー）させ、仮設タンク周囲
の地面に散乱。その一部は施設の雨水溝を通じて敷地
内雨水ますに達した（PCB濃度：0.0041mg/L)。

作業手順及び設備の総点検、ヒヤリハット事例の洗い出しと対策
実施の確認等を実施するとともに、環境・安全評価委員会の設
置、監視の強化と業務指示の文書化の徹底等の安全管理体制の見
直し、安全教育の実施、作業手順順守の徹底等を実施。

プロセス排水なし。
工程内で出た水はＰＣＢ濃度を確認
した後、クエンチ水として利用して
おり、排水はない。

発生事業所 プロセス排水なし。

処理方法が異なるため多量のプロセ
ス廃水は発生しない。なお、アルカ
リ廃水については分析待槽において
不合格の場合に溶剤抽出してPCBを除
去している。

3 東 京 平成18年5月25日 漏洩（施設外）
微量のPCBを含む排気の排
出事故

コンデンサ液中切断槽のヒーターによる加温に伴い、
槽内水位が低下し、槽底部のPCBが露出し、加熱により

PCBの一部が気化し、排出された（排気0.2mg/Nm
3
）｡

No.2の事故への対応に加え、非定常時の対応の強化（非定常時対
応マニュアルの整備、非定常時に安全に施設を維持するための管
理、設備のフェイルセーフ機能の充実等を実施。

該当設備なし。 該当設備なし。 発生事業所 該当設備なし。 該当設備なし。

4 北九州 平成22年2月19日 漏洩（劣化・破損） 粗解体室洗浄溶剤漏洩
大型トランスの自動循環洗浄に使用されていたフレキ
シブルホースから洗浄液がオイルパン内に漏洩（約
150L）。

テフロン製のフレキシブルホースを全て金属製ホースに交換し
た。また、洗浄作業開始前及び循環洗浄中の点検項目の見直しと
作業者への再教育を実施した。

発生事業所
テフロン製のフレキシブルホースを
使用していない。

テフロン製のフレキシブルホースを
使用していない。

テフロン製のフレキシブルホースを
使用していない。ゴム製のホースに
ついては、始業前に点検することと
している。

試運転期間中に発生したフレキシブ
ルホースからの漏洩事象を踏まえ、
日常巡視点検で注意深く観察し、滲
みがあれば交換している。

5 北九州 平成24年9月22日 漏洩（劣化・破損）
2期施設溶剤蒸留設備ス
ラッジコレクタＢで蓋部よ
り洗浄液の漏洩

スラッジコレクタＢ蓋のパッキンが劣化によりシール
不良となり洗浄液が漏洩 （約20L）。

①スラッジコレクターのボルト締めタイプへの更新（液面計及び
リークテスト用窒素ガス封入装置付設）、②オイルパンの嵩上げ
と漏洩検知器の設置、③シール用パッキンの管理基準の設定と作
業手順書の見直し、④類似設備への水平展開を実施した。

発生事業所
ストレーナー交換時にパッキンを点
検し、傷があれば交換している。

No.14及びNo.16の事象への対応参
照。

定期検査時にパッキン類を点検し、
予め問題が生じそうな物は交換して
いる。

オートストレーナメンテナンス要領
書等を改定し、整備後に漏洩確認を
行うこととした。

6 豊 田 平成19年1月14日 漏洩（劣化・破損） 真空加熱エリア冷却水漏洩

真空加熱炉を冷却する熱交換器が想定外の内部圧力に
より破損し、冷却液（エチレングリコール約40％水溶
液）が漏水（約3kL）｡漏水した冷却水の一部が未施工
箇所からSUS床下に漏洩。

熱交換器を新品に交換するとともに、熱交換器の熱破損を防ぐよ
う冷却水常時循環運転を実施。冷却水の流量が低下した場合の警
報機能と漏洩検知器を追加。また、遮蔽フードにおいて溶接施
工・コーキング再施工等を実施。以後、年4回コーキング部の点
検を実施。

該当機器なし。なお、施設内で使用
する冷却水等がPCB処理施設エリアに
流出するトラブルが発生した場合に
備え、オイルパンや防油堤の設置、
不浸透性塗床の措置を行っている。

発生事業所

加熱炉運転中は異常の有無を中制で
監視するとともに、日常パトロール
を実施している。なお、冷却器等
は、防液堤内に設置されている。

類似機種を有しているため、安全衛
生パトロール時に点検した。

温度・圧力については、余裕を持っ
た設定値でインターロックが作動す
る設計としており、異常な運転条件
の場合には装置が自動的に停止す
る。

7 豊 田 平成23年6月6日 漏洩（劣化・破損） 熱媒ボイラーA号機の破損
ボイラーのケーシングが燃焼熱により､局部的に過熱さ
れ開口した｡

製造図面と異なる設計・施工を行った製造メーカーに対し、応急
措置・恒久対策工事を実施させるとともに、今後の管理を確約さ
せた。

ボイラーの定期点検及び日常パト
ロールにおいて、異常がないか確認
を行っている。

発生事業所
ボイラーは日常パトロールで異常の
有無を確認するとともに、定検時に
定期点検を実施している。

定期点検時に点検を行い、異常がな
いことを確認している。

温度・圧力については、余裕を持っ
た設定値でインターロックが作動す
る設計としている。また、ボイラに
ついては定期点検及び日常巡視にて
異常がないことを確認している。

8 豊 田 平成23年8月30日 漏洩（劣化・破損）
蒸留エリア内でのポリタン
クからのPCB含有廃液の漏
洩

廃液保管用ポリタンクが材質欠陥の為開口し室内漏洩
した（約1L）｡

ポリタンクの品質、使用期間、製造年識別札等の表示、設置場所
を定めた。保管容器の個数や漏洩・変形・腐食の有無等を点検す
ることとした。

ポリタンクによる廃液保管は行って
いない。

発生事業所
ポリタンクによる廃液保管は行って
いない。

ポリタンクへの過剰供給を防ぐため
８０％の位置に赤テープを貼付し表
示を行っている。また、購入品につ
いてはポリタンクの目視検査等によ
り外観確認を行っている。

ポリ容器管理基準を作成し、運用し
ている。

9 東 京 平成21年6月19日 漏洩（劣化・破損）
有機溶剤処理装置からの排
水漏洩

有機溶剤処理装置のトラップ蓋のガスケットパッキン
の亀裂が原因で床上に漏洩した水を回収(バケツ2杯程
度)した後､PCBを含まない排水と早計し､用役排水系統
の5階シャワーピットに誤って放流｡

有機溶剤処理装置のガスケットを交換した上で、今後の開放点検
の際には新品に交換することとした。回収した漏洩水専用のドラ
ム缶を設置した。職員に対して緊急時の対応等の再教育を行っ
た。

該当機器なし。なお、他の機器のガ
スケットパッキンについては定期点
検の際に劣化状況の確認や必要に応
じた交換を実施している。

該当機器なし。なお、他の機器のガ
スケットパッキンについては定期点
検の際に劣化状況の確認や必要に応
じた交換を実施している。

発生事業所

該当機器なし。なお、他の機器のガ
スケットパッキンについては定期点
検の際に劣化状況の確認や必要に応
じた交換を実施している。

該当機器なし。なお、他の機器のガ
スケットパッキンについては定期点
検の際に劣化状況の確認や必要に応
じた交換を実施している。

10 東 京 平成21年12月18日 漏洩（劣化・破損）
ドラム缶腐食によるPCB漏
洩

1階水熱分解処理液回収タンク室の鉄製ドラム缶の腐食
により､廃液が漏洩した（約5L）。

廃液保管用にはステンレス製ドラム缶を利用することとした。
ドラム缶の腐食状況の点検を行っ
た。廃液の保管状況は定期的に
チェックしている。

液体用ドラム缶については、一部ス
テンレス製を使用し、その他につい
てはビニール製の内袋を使用してい
る。

発生事業所

液体用のドラム缶については内袋を
利用することとし、保管倉庫ではス
テンレス製のトレイ上に保管するこ
ととしている。また、定期点検の際
にドラム缶の腐食状況を確認するこ
ととしている。

液体用のドラム缶については缶を二
重にしている。内側の缶について
は、水溶液には樹脂製ドラム缶を、
有機性溶液にはステンレス製ドラム
缶を使用している。

11 東 京 平成22年4月7日 漏洩（劣化・破損）
液中切断槽廃液の配管から
の排水漏洩

コンデンサ液中切断槽内の廃液がドレン配管の腐食に
より床面に漏洩(約20L)。

ドレン配管を耐腐食性の高いSUS304に交換。設計時の図面チェッ
ク及び施工時の現場チェックを強化した。

該当設備なし。 該当設備なし。 発生事業所 該当設備なし。 該当設備なし。

12 東 京 平成23年6月28日 漏洩（劣化・破損）
予備洗浄溶剤蒸留供給ポン
プ出口アキュムレータから
の溶媒漏洩

ポンプ吐出圧脈動吸収の為のアキュムレータ内の金属
伸縮部品が金属疲労により破損し､溶剤が室内漏洩
(5L)｡

アキュムレータを要しない型式のポンプに変更し、アキュムレー
タを撤去した。

該当設備なし。 該当設備なし。 発生事業所 該当設備なし。 該当設備なし。

13 東 京 平成23年10月9日 漏洩（劣化・破損）
No.2水熱処理液再生熱交換
器配管レジューサ部の滲み

応力腐食割れにより、No2.水熱処理液再生熱交換器出
口の配管レジューサ部において滲みが発生。

定期的にUT検査を実施し、状況に応じて予防保全として補修す
る。

該当設備なし。 該当設備なし。 発生事業所 該当設備なし。 該当設備なし。

14 東 京 平成23年12月21日 漏洩（劣化・破損）
コンデンサ容器予備洗浄
No1洗浄槽ポンプストレー
ナ漏洩

ストレーナ蓋のパッキングが損傷し､洗浄液が漏洩
(28L)｡

パッキングは点検ごとに交換することとした。ストレーナ清掃作
業を2名以上で行うこととし、清掃・交換方法等の再教育、清掃
実施日等の現場表示を行った。液垂れ防止のためのコーキング施
工、漏洩早期発見のための漏洩検知器の設置を行った。

①スラッジコレクターのボルト締め
タイプへの更新（液面計及びリーク
テスト用窒素ガス封入装置付設）、
②オイルパンの嵩上げと漏洩検知器
の設置、③シール用パッキンの管理
基準の設定と作業手順書の見直し、
④類似設備への水平展開を実施し
た。

ストレーナー交換時にパッキンを点
検し、傷があれば交換している。

発生事業所
定期点検時にパッキンの交換を実施
している。さらに、日常点検におい
ても滲みの有無を確認している。

日常点検でパッキンの滲みの有無を
確認し、必要な場合、交換を行って
いる。

15 東 京 平成23年12月26日 漏洩（劣化・破損）
No.1水熱二重管冷却器入口
配管の滲み

応力腐食割れにより、No.1水熱二重管冷却器入口配管
の溶接部にピンホールが生じ、滲みが発生。

定期的にUT検査を実施し、状況に応じて予防保全として補修す
る。

該当設備なし。 該当設備なし。 発生事業所 該当設備なし。 該当設備なし。

16 東 京 平成24年1月15日 漏洩（劣化・破損）
低濃度施設における絶縁油
サンプリング装置から漏洩

サンプリング弁のパッキング劣化により低濃度PCB液が
室内漏洩(約20L）。

パッキングを交換するとともに、交換時期を定め実施時期を現場
に表示することとした。また、サンプリング装置前後弁の操作手
順の明確化・改定及び教育訓練、日常点検箇所への追加、点検表
への追記を行った。

定期点検（開放点検）及び日常パト
ロール（滲み確認）において、パッ
キン・配管に滲みがないか確認を
行っている。

判定洗浄槽等のボトリングバルブを
新品に交換（老朽化対策）した。サ
ンプリング時に内漏れの有無、配管
の滲みを確認している。

発生事業所
サンプリング時にパッキングの劣
化、配管の滲みを確認している。

サンプリング時に滲みのないことを
確認している。また、Oリングを整備
したボトリングバルブ等の予備品を
確保した。

17 東 京 平成26年1月10日 漏洩（劣化・破損）
水熱酸化分解設備の配管か
らの水蒸気噴出

No.2水熱反応器の配管に約3mmの穴があき､水蒸気が噴
出｡

腐食の原因となったスラリ投入配管を閉止するとともに、他の部
位の腐食による減肉状況を確認。

該当設備なし。 該当設備なし。 発生事業所 該当設備なし。 該当設備なし。

18 東 京 平成26年7月18日 漏洩（劣化・破損）
水熱分解設備再生熱交換器
出口連絡管からの蒸気漏れ

No.2水熱分解設備の再生熱交換器出口連絡管におい
て、局部減肉・応力腐食割れが発生し、蒸気漏れ及び
液だれが起こった（PCB濃度は定量下限値未満）。

ファイバースコープ検査・超音波検査を行い、蒸気漏れ部位及び
他の減肉が進行していた配管を交換した。（No.1及びNo.3につい
ても同様に検査を実施予定）

該当設備なし。 該当設備なし。 発生事業所 該当設備なし。 該当設備なし。

19 大 阪 平成20年11月22日 漏洩（劣化・破損）

トリクロロベンゼン
（TCB）/PCB分離設備第１
蒸留塔コンデンサへの水の
混入

第一蒸留塔コンデンサのチューブに腐食によるピン
ホールが発生し､第一蒸留塔系内に冷却水が混入｡

全てのチューブの材質をSUS304から耐食性の高いSUS316Lに変更
した。

定期点検の際に、チューブの腐食状
態を点検したが異常ない。

平成21年度の定期点検でアフター
クーラーの一斉点検を実施し、一部
のアフタークーラーについては
チューブの材質を変更した。

該当設備なし。 発生事業所
蒸留塔コンデンサのチューブの材質
が耐腐食性の高いものに変更されて
いることを確認した。

20 大 阪 平成21年12月6日 漏洩（劣化・破損）
第1塩酸回収塔下部からの
塩酸漏洩

第1塩酸回収塔底部のフランジボルトの腐食により締付
力が低下し､塩酸が漏洩した（約900L）。

フランジ締付け作業の作業性向上のため、結露防止外装板を取り
外すとともに、フランジが均等に締め付けられていることをゲー
ジ等で確認することを徹底。漏洩検知器を塩酸関連のオイルパン
内に追設。

該当機器なし。なお、他の機器のフ
ランジの締付状況は定期点検等で確
認。小集団活動でも漏洩リスク管理
のため増し締め点検を実施。

該当機器なし。なお、他の機器のフ
ランジ部等については、定期点検時
に滲みの有無等を確認している。

該当機器なし。なお、他の機器のフ
ランジ部分の異常の有無は日常のパ
トロールで確認している。

発生事業所

該当機器なし。なお、他の機器のフ
ランジの締付け状況については、定
期点検の際に確認することとしてい
る。

過去のトラブルへの対応状況 別添資料
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21 大 阪 平成22年4月2日 漏洩（劣化・破損） 圧力計の破損
東棟 反応セクション室に設置の圧力計から水素が漏
洩｡

水素圧縮機に関連する圧力計を耐脈動性の高い圧力計に交換し、
2年ごとに更新。

該当機器なし。なお、脈動性の高い
箇所については、作業手順を見直
し、圧力計の元弁を点検時のみ開く
こととした。

脈動性の高い箇所はない。ボンベの
取り扱いに当たっては、元バルブは
常時閉とし、使用時に臨時開として
いる。また、毎朝ボンベの残圧を測
定し、記録している。

計器類の耐圧性等に関しては、設計
時に十分な余裕を見込んでいる。

発生事業所

該当設備なし。なお、脈動性の高い
箇所については作業手順を見直し、
圧力計の元弁を点検時のみ開くこと
とした。

22 大 阪 平成22年5月10日 漏洩（劣化・破損）
排ガス冷却器ドレン配管か
らの廃液滲み

PCB/TCB分離蒸留設備の排ガス冷却器ドレン配管から廃
液のにじみが確認された。

配管溶接部の材質を耐腐食性の高いSUS316Lに変更。
ドレン配管の腐食状況を定期点検等
で確認したが、特に異常はない。

日常パトロールや定期点検の際に配
管の状況や滲みの有無を確認してい
る。

日常パトロールや定期点検の際に配
管の状況や滲みの有無を確認してい
る。なお、ドレン口には閉止キャッ
プを設置している。

発生事業所
ドレン口には閉止プラグを設置し、
必要な場合のみ外している。

23 大 阪 平成22年9月11日 漏洩（劣化・破損）
VTR-C号機チラー水溶剤混
入

VTR-C号機チラー水のタンクに抽出溶媒が混入。
第1オイルクーラーのUチューブにピンホールが発生したため、補
修を行った。また、早期発見のため、2か月ごとにチラー水の分
析を実施。

類似設備があり、内側の直接点検で
きない箇所について、定期的なリー
クチェックを実施し、チラー水の分
析でも溶媒混入のないことを確認し
た。

該当機器なし。 該当機器なし。 発生事業所 該当機器なし。

24 大 阪 平成23年7月21日 漏洩（劣化・破損）
蒸留残渣中間槽配管ﾌﾚｷ部
からの溶媒漏洩

金属フレキホースが劣化し溶媒が室内に漏洩した｡
応力腐食割れを防止するため、フレキシブルホースをテフロンス
リーブ入りのホースに交換。

該当する設備ではフレキシブルホー
スを使用していない。なお、粗解体
室（多使用）等で使用するフレキシ
ブルホースは日々点検チェックして
いる。

日常パトロールにおいて、フレキ
ホースに異常がないか確認を実施し
ている。

日常パトロールでフレキシブルホー
スに異常がないことを確認してい
る。

発生事業所

試運転期間中に発生したフレキシブ
ルホースからの漏洩事象を踏まえ、
日常巡視点検で注意深く観察し、滲
みがあれば交換している。

25 北海道 平成20年9月7日 漏洩（劣化・破損）
真空超音波洗浄槽配管バル
ブからの溶剤漏れ

洗浄槽の溶剤供給バルブのグランド部の緩みにより、
溶剤が床面に漏洩(5～6L）｡

同型バルブのグランド部の締付け状態を確認し、巡視点検におい
ても締付け状態を確認することとした。

バルブの締付け状態については定期
点検で確認している。滲み等の有無
については日常パトロールにおいて
確認している。また、漏洩リスク管
理のため小集団活動でバルブ等増し
締め点検も実施している。

毎定期点検時に滲みの有無等を確認
している。

該当設備なし。なお、他の機器のフ
ランジ部分の異常の有無は日常のパ
トロールで確認している。

バルブの締付け状態については定期
点検で確認している。滲み等の有無
については巡視点検において確認し
ている。

発生事業所

26 北海道 平成21年4月21日 漏洩（劣化・破損）
二次廃棄物ドラム缶からの
分析廃液の漏洩

縦積みしたポリタンクの重量により、一番下のポリタ
ンクが変形し、ドラム缶内に腐食性の液が溜まり、ド
ラム缶底部が腐食し、液が滲み出た（十数mL）。

ドラム缶内でのポリタンクの縦積みを禁止した。

一部ポリタンクをドラム缶内で２段
積のものがあっため、漏洩等のない
ことを確認し、ドラム缶にビニール
による内貼りの措置を行った。

ドラム缶内でのポリタンクの保管は
行っていない。また、ポリタンクの
２段積みも行っていない。

ポリタンクの２段積みは行っていな
い。

プラスチック缶は、平積みにするよ
う指導している。

発生事業所

27 北海道 平成21年6月7日 漏洩（劣化・破損）
攪拌洗浄装置 減容圧縮機
油圧ユニットからの作動油
の漏洩

油圧ユニット作動圧調整用の圧力計内の配管が繰り返
し圧力により破損し、作動油が床面に漏洩（約5L）。

当該圧力計は通常運転に使用しないことから、圧力計に元弁を取
り付け、調整作業時のみ圧力を測定することとした。

圧力計を点検し、問題ないことを確
認した。また、始業前点検や定期点
検で圧力計を確認することとしてい
る。

圧力計を点検し、元弁が取り付けら
れていることを確認した。

圧力計を点検し、元弁が取り付けら
れていることを確認した。

振動の大きい箇所の圧力計について
は耐振性能の高いものに変更してい
る。圧力計には元弁を設置し、二重
殻タンクの圧力計は圧力点検の時の
み元弁を開くこととしている。

発生事業所

28 北海道 平成22年2月9日 漏洩（劣化・破損）
油圧シリンダーのドレンラ
インから作動油の漏洩

リフターの油圧シリンダ内のシールが破損し、油圧シ
リンダ残油回収ラインの継手から、作動油が床面に漏
洩（2～3L）。

油圧シリンダを新品に交換後、継手を撤去し、油圧シリンダから
直接ステンレス製タンク（ポリタンクから変更）に回収するよう
改造した。

定期点検時に油圧シリンダのシール
の劣化状況を確認することとしてい
る。

定期点検時に油圧シリンダのシール
の劣化状況を確認することとしてい
る。

定期点検時に油圧シリンダのシール
の劣化状況を確認することとしてい
る。

定期点検時に油圧シリンダのシール
の劣化状況を確認し、必要な場合に
は交換・補修している。

発生事業所

29 北海道 平成23年1月26日 漏洩（劣化・破損）
大型/車載トランス・傾転
装置におけるドレン液の漏
洩

傾転装置のドレンラインのカプラの閉止性能の劣化に
より、ドレン液が床面に漏洩（約0.3L）。

カプラを交換するとともに、ドレンラインに排液用のホースを取
り付けた。

該当機器なし。傾転装置でのドレン
抜きは実施していない。

同様の傾転装置を使用しているが、
オイルパンをセットし、オイルパン
上に溜まった洗浄液を排液用ドラム
缶に集液しており、ドレンラインが
ないことを確認した。

該当設備なし。
安全衛生パトロール時に、ドレン弁
等の確認を行っている。

発生事業所

30 北海道 平成23年2月4日 漏洩（劣化・破損）
車載トランスコア解体装置
における作動油の漏洩

油圧配管内の圧力計内のプルドン管が破損し、作動油
がオイルパンから床面に漏洩（約17.5L）。

本圧力計は使用していなかったため、圧力計を取り外して閉止プ
ラグを取り付けた。

圧力計を点検し、問題ないことを確
認した。また、始業前点検や定期点
検で圧力計を確認することとしてい
る。

本圧力計は使用していなかったた
め、以前から圧力計を取り外して閉
止プラグを取り付けていた。

該当設備なし。なお、始業前点検や
定期点検で圧力計を確認することと
している。

安全衛生パトロール時に油圧機器の
メーター類の異常の有無を点検して
いる。

発生事業所

31 北海道 平成24年1月6日 漏洩（劣化・破損）
液処理エリアにおける洗浄
液の漏洩

真空超音波洗浄設備の真空ポンプ冷却ラインのフレキ
シブルホース（液処理エリアに設置）のピンホールか
ら、洗浄液がオイルパン内に漏洩（約5L）。

フレキシブルホースを健全品に交換した。漏洩した箇所のオイル
パンを日常点検箇所に追加した。

液処理エリアに該当するものはない
が、フレキシブルホースについては
日常パトロールや定期点検で確認し
ている。

エリア内点検時にフレキシブルホー
スの異常の有無を確認している。

日常パトロールでフレキシブルホー
スに異常がないことを確認してい
る。

消防設備点検時にチェックシートに
基づき点検を実施している。

発生事業所

32 北海道 平成24年2月9日 漏洩（劣化・破損）
冷水ユニットからの冷媒ガ
ス(R407E)の漏洩

冷凍機の冷媒（フルオロカーボン４０７Ｅ）が振動に
より生じた配管のクラックから漏洩（約85kg）。高圧
ガス保安法上の事故に該当。

配管を振動吸収性の高い形状に改造した。また、漏洩を早期発見
できるようフロンガス検知器とパトライトを現場に設置した。

冷凍機については内部配管等に異常
ないことを確認した。空調機の水平
展開では、室内機膨張弁に異常があ
り部品交換を実施するとともに、
メーカーの遠隔監視・制御サービス
の導入を図り、事前検知による漏洩
防止策を講じた。

年２回冷凍機の定期点検を実施して
いる。また、前処理設備の冷水発生
器室にはフロンガス検知器を、液処
理チラー室には検知器とパトライト
を整備し、異常の早期検知を図って
いる。

定検時に冷凍機の検査・点検を実施
している。

定期検査時に冷凍機の検査・点検を
実施している。

発生事業所

33 北海道 平成24年9月4日 漏洩（劣化・破損）
減容圧縮機油圧ポンプ下オ
イルパンへの作動油の漏洩

油圧ユニットポンプの部品の緩みにより、作動油がオ
イルパン内に漏洩（約5L）。

油圧ユニットポンプを新品と交換し、３年毎に定期点検すること
とした。

油圧ユニットポンプの部品の緩みや
作動油の滲み等は、日常パトロール
や定期点検で確認している。

定期点検時に油圧ユニットポンプの
漏れの有無を確認している。

該当設備なし。なお他の機器の油圧
ユニットポンプは、日常・定期点検
等で異常の有無を確認している。

定期点検時に油圧ユニットのポンプ
類の点検を行っており、異常がない
ことを確認している。

発生事業所

34 北海道 平成26年4月15日 漏洩（劣化・破損）
〔増設施設〕非常用発電機
燃料小出槽供給配管からの
重油の漏洩

屋外フレキシブルホースに塩害により直径約0.1mmの孔
食が発生し重油が漏洩(約3.15L)｡

フレキシブルホースに耐食鋼製カバーを設置し、日常的に目視点
検を実施するとともに、定期点検時にカバー内部を確認すること
とした。

同様の屋外のフレキシブルホース
は、日常パトロールや定期点検で異
常がないことを確認している。

月例点検において配管に滲みのない
ことを確認している。

PCB等の危険物配管は全て溶接でフレ
キ管は使用していないため、類似箇
所なし。パトロール等で危険物以外
の配管でも注意を払うよう注意喚
起。

消防設備点検時にチェックシートに
基づき点検を実施している。

発生事業所

35 北九州 平成21年6月25日 漏洩（閉塞）
第2期処理施設ボイラー室
におけるボイラー給水タン
クのオーバーフロー

２期２階ボイラー室の溶剤蒸留回収装置の熱源供給用
蒸気ボイラーの給水タンクの排水側ストレーナが閉塞
した状態で、タンク内温度の上昇に伴い自動的に冷却

用水が流入したため、天板マンホールから水が約１m
3

溢れた。

①ブロー水ポンプのストレーナー増設、②ブロー水受槽のオー
バーフロー検知器の設置及び緊急時の停止措置（ソフト改造）を
実施した。

発生事業所
該当機器なし。なお、ストレーナに
ついては定期的に清掃し、閉塞を解
消することとしている。

ストレーナについては定期的に清掃
し、閉塞を解消することとしてい
る。

該当機器なし。なお、ストレーナに
ついては定期的に清掃し、閉塞を解
消することとしている。

ストレーナについては定期的に清掃
し、閉塞を解消することとしてい
る。

36 北九州 平成22年6月17日 漏洩（閉塞）
第2期処理施設 溶剤蒸留室
での洗浄液の漏洩

トランス・コンデンサの洗浄液中の浮遊固形物を分離
する遠心分離機から洗浄液がオイルパン内に漏洩
（約80L）。

①遠心分離ろ液抜き出し弁を閉塞しにくいタイプの弁に変更、②
配管の詰まりをセンサーで検知し液供給弁を遮断する機能を追
加、③ろ液抜き出し配管に日常監視用の覗き窓を設置、④オイル
パンの嵩上げを実施した。

発生事業所 該当設備なし。 該当設備なし。 該当設備なし。 該当設備なし。

37 東 京 平成21年1月6日 漏洩（閉塞）
スラリ製造工程における振
動ふるい機からのスラリ漏
洩

スラリ振動篩出口配管で付着固形物が詰まり､空気抜き
穴よりスラリが漏洩(約20L)。

配管の定期的な清掃の実施、空気抜き穴からの排出物を受タンク
部へ導くフレキシブル配管を追設。

該当機器なし。なお、閉塞の可能性
のある配管については定期点検の際
に清掃を実施するなど、未然防止策
を講じている。

該当機器なし。なお、閉塞の可能性
のある配管については定期点検の際
に清掃を実施するなど、未然防止策
を講じている。

発生事業所

該当機器なし。なお、閉塞の可能性
のある配管については定期点検の際
に清掃を実施するなど、未然防止策
を講じている。

該当機器なし。なお、閉塞の可能性
のある配管については定期点検の際
に清掃を実施するなど、未然防止策
を講じている。

38 東 京 平成21年10月4日 漏洩（閉塞）
コンデンサ素子予備洗浄後
の液漏洩

洗浄したコンデンサ素子が配管内に詰まったために遠
心分離機内に残っていた洗浄液が、気流搬送の際に素
子と一緒に持ち出され、３階コンデンサ解体室にある
破砕室サイクロンコレクタ部から漏洩（約10L）｡

フィルム素子を処理する際の処理量を抑制。目視による搬送状況
の監視、定期点検工事実施時の清掃を実施。

該当設備なし。 該当設備なし。 発生事業所 該当設備なし。 該当設備なし。

39 大 阪 平成24年2月1日 漏洩（閉塞）
ＶＴＲ回収液を分離回収Ｐ
ＣＢ専用容器に注入後に漏
洩

PCBを含有する油を容器に充填した際､ホース接合部の
詰まりにより空気抜きが不十分で内圧が生じ､ホースを
外した際に内部の油が漏洩(約6L)｡

ベントカプラーと給油口カプラーを定期的に点検。給油口カプ
ラーを取り外す前にタンク側のバルブを閉止するようマニュアル
を改定。

分離回収液の移送作業はない。類似
作業では、供給側のバルブ閉止を作
業手順に定めている。

真空加熱分解装置の種類が異なり、
類似機器はない。類似作業において
は、供給側のバルブを先に閉める手
順として定めている。

該当設備なし。類似作業では、供給
側のバルブ閉止後窒素パージ等で
ホース内の液切りを行い、残圧がな
いことを確認して外すことを作業手
順に定めている。

発生事業所
真空加熱分解装置の種類が異なり、
類似機器はない。また、油充填時の
空気抜きの手順書を定めている。

40 北海道 平成24年5月4日 漏洩（閉塞）
コンデンサ解体エリアにお
ける洗浄油の漏洩

解体場槽の出口の詰まりで溜まっていた使用済み洗浄
液が、詰まり解消時に一度に流れたことにより、オー
バーフローし床面に漏洩（約35L）。

解体場槽に液溜りがないことと、使用済み洗浄液の排液ラインの
槽内の液レベルが基準値以下であることを毎日確認することとし
た。

該当設備なし。
一気に洗浄液が流れたとしてもオー
バーフローしない容量の受槽を設置
している。

該当設備なし。 該当設備なし。 発生事業所

41 東 京 平成24年4月22日 漏洩（処理物）
大型トランス解体時の絶縁
油漏洩

絶縁油抜出時に内部の異物により抜油弁が詰まり､油が
残留した状態で解体した為絶縁油が漏洩(約80L)｡

現地抜油を行った機器について、異物混入がないよう保管事業者
等に指導した。抜油量が監視できるようロジックを変更した。抜
油できていない場合を想定した残液の確認方法を手順化し、周知
した。

抜油済トランスも解体前の粗洗浄工
程があり、洗浄残液の確認は作業手
順に定めている。

現地抜油作業を行う事業者と受入前
に情報交換等を行っている。また、
現地抜油物についても、内部の残液
を想定して抜油作業を行うこととし
ている。

発生事業所

現地抜油を行う超大型トランスにつ
いては事前に作業方法を周知した
後、JESCO立会の元で作業を行ってい
る。

残液確認方法や作業改善内容を作業
要領書に反映し、再教育を行った。



No 事業名 発生年月日 事象 件 名 概 要 発生事業所での対応 北九州事業所での対応 豊田事業所での対応 東京事業所での対応 大阪事業所での対応 北海道事業所での対応

42 北海道 平成23年3月21日 漏洩（処理物）
真空超音波洗浄エリアにお
ける洗浄液の漏洩

計器用変成器の底部に開けた液抜き穴がキムタオルで
閉塞し液が抜けず、側壁の穴から床面に漏洩 (約
1L）。

計器用変成器などの特殊品缶体の洗浄においては、底面部に複数
の穴を開けるとともに、開口部を下にして設置するよう手順書を
変更した。

二次洗浄工程に入る非含浸物（金属
類等）は、破砕物であり、特殊品缶
体そのものは洗浄しない。なお、洗
浄物は真空乾燥工程を経るため液ダ
レはない。

コンデンサの排液用の穴開け強化、
トランスの洗浄カゴ内への詰め方の
工夫により、残液の減量を図ってい
る。

該当設備なし。なお、非含浸性部材
の解体にあたっては、手順書で穴を
開ける箇所を指定して、液だまりが
できないようにしている（No.129の
事象への対応も参照）。

該当設備なし。非含浸性部材の解体
にあたっては、手順書で穴を開ける
箇所を指定して、液だまりができな
いようにしている。

発生事業所

43 北海道 平成23年5月15日 漏洩（処理物）
大型トランス予備洗浄中の
洗浄液の漏洩

トランスの液面計のパッキンの開口部を塞いでいた固
形物が洗浄の過程で溶解・除去され、内部の洗浄液が
オイルパン内に漏洩（約8L）。

同様の油面計を持つトランスに対し、パッキンの劣化を前提とし
て、板状油面計部分をビニールシートで覆い、漏れ防止を図るこ
ととした。

トランス本体のキズ、へこみ等は、
受入・抜油・粗洗浄の各段階で
チェック、補修するよう作業手順に
定めている。

抜油後に気密試験を実施して密閉性
を確認。洗浄中は監視を継続実施し
ている。

トランス本体のキズ、へこみ等は、
目視検査を行い、滲みがあれば補修
するよう作業手順に定めている。ま
た、万一の漏洩に備えてオイルパン
内には漏洩検知器を設置している。

トランス本体のキズ、へこみ等は、
目視検査を行い、滲みがあれば補修
するよう作業手順に記載されてい
る。

発生事業所

44 北海道 平成26年8月28日 漏洩（処理物）
〔当初施設〕浸漬洗浄中の
大型トランスからの洗浄液
の漏洩

大型トランスの浸漬洗浄中、トランス下部の高圧接地
側碍子部の取付部が緩んでいたため、洗浄液（PCB274
㎎/㎏）がオイルパンに漏洩（164L）。

同種のトランス（イグナイトロン整流器用変圧器）の受入時に、
高圧接地側碍子接続部の確認を行うことを作業要領書に追記し、
関係者に教育した。他のトランスについても、油面より下部に取
り付けられている碍子等の部材の取付状況の確認を受入チェック
リストに追記し、関係者に教育した。

トランス本体のキズ、へこみ等は、
受入・抜油・粗洗浄の各段階で
チェック、補修するよう作業手順に
定めている。また、万一の漏洩に備
えてオイルパン内には漏洩検知器を
設置している。

トランス本体のキズ、へこみ等は、
受入・抜油・粗洗浄の各段階で
チェック、補修するよう作業手順に
定めている。また、万一の漏洩に備
えてオイルパン内には漏洩検知器を
設置している。

トランス本体のキズ、へこみ等は、
目視検査を行い、滲みがあれば補修
するよう作業手順に定めている。ま
た、万一の漏洩に備えてオイルパン
内には漏洩検知器を設置している。

トランス本体のキズ、へこみ等は、
目視検査を行い、滲みがあれば補修
するよう作業手順に記載されてい
る。また、万一の漏洩に備えてオイ
ルパン内には漏洩検知器を設置して
いる。

発生事業所

45 豊 田 平成18年10月30日 漏洩（受入検査）
受入検査室におけるトラン
スPCB油オイルパン内への
漏出

2階受入検査室においてトランスの外装部品撤去作業
中、誤ってフランジのボルトを緩めてしまったため、
PCB油がオイルパン内に漏出（約70L）。

初めて作業を担当する作業者への熟練者付添OJTの実施、現物を
前にした具体的な指示を徹底。

受入検査室では、外観検査・清掃が
主であり、外装部品を取り外す場合
は解体班の指示を基本とし、PCB油に
関わる部品は取り外さない。

発生事業所
受入検査室では、外観検査・電気検
査が主であり、PCB油に関わる部品は
取り外さない。

受入検査室では、外観検査・清掃が
主であり、外装部品を取り外す場合
は解体班の指示を基本とし、PCB油に
関わる部品は取り外さない。

トランス解体の手順が確立されてお
り、ＰＣＢ油や洗浄油の油面以下の
部品の撤去は原則禁止している。

46 豊 田 平成22年7月2日 漏洩（受入検査）
大型トランス解体時のトラ
ンス油漏洩

受入エリアで大型トランスの付属品取外し中に穴が開
き､トランス油がオイルパンに漏洩(約20L)。

部品取外しに関する作業手順・使用工具を見直し、安全な工具使
用方法を教育した。また、清掃解体室内に防油堤を追設した。

受入検査室では、外観検査・清掃が
主であり、外装部品を取り外す場合
は解体班の指示を基本とし、PCB油に
関わる部品は取り外さない。

発生事業所
受入検査室では、外観検査・電気検
査が主であり、PCB油に関わる部品は
取り外さない。

付属品を取り外す際に使用する工具
及び工具で外れない場合の作業手順
を見直した。

解体作業の作業手順書に反映されて
いることを確認しており、作業手順
の順守を徹底している。

47 豊 田 平成22年10月27日 漏洩（受入検査）
受入検査室内でのコンデン
サ油漏洩

受入検査室でコンデンサの取出し作業時にコンデンサ
が倒れ､碍子部分を損傷して､PCB油が運搬トレイに漏洩
(約2L)｡

暫定措置として、取出し作業時にクッションで囲うこととし、恒
久対策として、碁盤状の穴に転倒防止棒を差し込める構造のコン
デンサ置台を設置し、運搬容器からコンデンサを１台ずつ取り出
す毎に防止棒を差し込み、万一の転倒を防止することとした。

受入時に固縛状況を確認し、不安定
な場合には固縛を外す前にクッショ
ンで囲う等の対策を講じることとし
ている。

発生事業所

取出し作業時は、１台ずつ安定性を
確認している。取出し後の点検時
は、ブックエンド状の治具で１台ず
つ固定し転倒を防止している。

クッション材を挿入した状態で搬入
されることとなっている。取出し作
業においては１台ずつ安定性を確認
することとしている。

取出順序の工夫や転倒防止治具の取
り付け等により、転倒のリスクを低
減して作業を行っている。

48 東 京 平成20年11月9日 漏洩（取付不良）
コンデンサ素子予備洗浄設
備ストレーナからの洗浄液
漏洩

コンデンサ素子予備洗浄工程の洗浄ストレーナBの蓋固
定金具の爪の取付けが浅かったため､予備洗浄液が漏洩
(約400L)し、一部がオイルパンを越えて室外に漏洩
（約2L）。

ストレーナ洗浄作業の作業手順順守を徹底。ストレーナ室に漏洩
検知センサを設置するとともに、パトロール時の視認性を高める
よう覗き窓付きのドアに変更。

該当機器なし。なお、ストレーナ清
掃作業の作業手順書に取付方法の重
要ポイント（シール材の確認、固定
の確認、漏れチェック）が明記され
ていることを確認し、作業員に対し
て再教育を行った。

ストレーナ清掃作業の作業手順書に
取付方法の重要ポイントが明記され
ていることを確認し、作業員に対し
て再教育を行った。

発生事業所

ストレーナ清掃作業の作業手順書に
取付方法の重要ポイントが明記され
ていることを確認し、作業員に対し
て再教育を行った。また、点検作業
については、試運転に立会い、漏れ
チェックを行うことを徹底した。

No.46及びNo.47の事象への対応参照

49 北海道 平成20年7月7日 漏洩（取付不良）
分離液受槽ポンプ吐出側ス
トレーナ上蓋からの溶剤漏
れ

ストレーナ上蓋の締め付け不良により、溶剤が床面に
漏洩（約0.3L)。

上蓋のずれ防止のため合いマークを付け、取付方法の重要ポイン
トを作業員に再教育した。

該当機器なし。なお、ストレーナ清
掃作業の作業手順書に取付方法の重
要ポイント（シール材の確認、固定
の確認、漏れチェック）が明記され
ていることを確認し、作業員に対し
て再教育を行った。

ストレーナ清掃作業の作業手順書に
取付方法の重要ポイントが明記され
ていることを確認し、作業員に対し
て再教育を行った。

No.45の事象への対応参照

ストレーナ清掃作業の作業手順書に
取付方法の重要ポイントが明記され
ていることを確認し、作業員に対し
て再教育を行った。

発生事業所

50 北海道 平成26年3月14日 漏洩（取付不良）
〔当初施設〕真空超音波洗
浄エリアにおけるストレー
ナ蓋部からの洗浄液の漏洩

ストレーナのカバー押さえボルトの締め付けが弱かっ
たため、接合部分から洗浄溶剤が漏洩（約1.75L)。

同型のストレーナの上蓋締め付け時はトルクレンチを使用するこ
ととした。また、液を流通させた後に液漏れがないか、確認する
こととした。

該当機器なし。なお、ストレーナ清
掃作業の作業手順書に取付方法の重
要ポイント（シール材の確認、固定
の確認、漏れチェック）が明記され
ていることを確認し、作業員に対し
て再教育を行った。

ストレーナ交換後は通液漏れ確認を
実施している。

No.45の事象への対応参照

該当機器なし。なお、ストレーナ清
掃作業の作業手順書に取付方法の重
要ポイントが明記されていることを
確認し、作業員に対して再教育を
行った。

発生事業所

51 豊 田 平成18年12月21日 漏洩（工事・点検手順等） 施設内からの上水の流出

設備改良工事時､中制作業員の運転連絡票に記載のない
水抜き蛇口元バルブ開作業、工事作業員の蛇口閉め忘
れにより､工程分離液処理施設の水道蛇口から出水し、
屋外に流出(推定:1621L。微量PCBを含む)。

工事ごとにJESCOが管理する体制等の構築、運転連絡票など文書
化による意思決定手順の確認、現場表示の徹底等を行った。

工事における工事会社・運転会社・
JESCOの連携、運転会社の交代引継、
工事箇所の札掛け表示等の管理等、
情報伝達を徹底した。

発生事業所

工事前後のアイソレーションは
チェックリストに基づいて原則運転
会社オペレーターが行い、運転会社
スタッフ及びJESCO担当が確認する。
また、札掛けや必要に応じての操作
禁止表示も行い、誤操作を防止して
いる。

弁の開閉等の運転設定にあたって
は、工事業者と運転会社員のダブル
チェックを行い、両者が操作禁止札
をかけている。

弁の開閉等の環境設定にあたって
は、工事業者と運転会社員のダブル
チェックとし、両者が操作禁止札を
かけている。

52 豊 田 平成19年5月13日 漏洩（工事・点検手順等）
設備改良工事中の不具合
(冷却水の漏洩)

真空加熱炉の冷却水用の電動バルブの操作試験中､バル
ブを開いたことにより、工事中の配管継手から冷却水
(PCB含まない)が漏洩（約180L）｡

点検や改良工事の際に機械装置の作業状況を確認するよう徹底。
元バルブに加えて予備バルブも閉めて作業を行うこととした。バ
ルブの操作は「運転連絡票」で確認するとともに、「さわるな」
札の運用により、バルブの誤操作を防止している。

工事における工事会社・運転会社・
JESCOの連携、運転会社の交代引継、
工事箇所の札掛け表示等の管理等、
情報伝達を徹底した。

発生事業所

工事前後のアイソレーションは
チェックリストに基づいて原則運転
会社オペレーターが行い、運転会社
スタッフ及びJESCO担当が確認する。
また、札掛けや必要に応じての操作
禁止表示も行い、誤操作を防止して
いる。

工事会社・運転会社・JESCOの連携、
運転会社の交代引継、工事箇所の札
掛け表示等の管理、情報伝達を徹底
した。

バルブ操作時の札掛けルール及び作
業要領書を改定し、関係者の教育を
行った。

53 豊 田 平成23年12月1日 漏洩（工事・点検手順等）
撹拌洗浄エリアにおける洗
浄排液の漏洩

ダイヤフラム弁の組み立て不良により､ダイヤフラムが
開口し室内漏洩した(30L)。

ダイヤフラム交換手順書を作成。点検整備前に点検要領書・手順
書を確認するとともに、交換作業時の立会、作業終了後の確認を
実施するようにした。丈夫な材質のダイヤフラムに交換し、さら
にその後、当該バルブを別の型式のものに全て交換した。

ダイヤフラム弁使用機器に異常のな
いことを確認した。弁交換時の作動
確認を徹底した。

発生事業所
弁交換時の作動・通液確認は、工事
業者と運転会社のダブルチェックで
実施している。

ダイヤフラム弁使用機器に異常のな
いことを確認した。弁交換時の作動
確認を徹底した。

工事後の通液確認を工事業者と運転
会社員のダブルチェックで実施して
いる。

54 豊 田
平成22年11月19日
分析結果11月30日

漏洩（工事・点検手順等）
排気配管フランジ箇所から
の凝縮液の漏洩

定期点検時､PCB分解エリアにある反応槽の窒素ガスに
よる気密試験を実施し､確認後にガス抜きを行ったとこ
ろ､排気配管フランジ個所から凝縮液が床面に漏洩(約
5L)｡

定期点検施工業者に対する発注仕様書において気密試験実施を明
記し、実施要領作成を徹底。JESCO・運転会社・施工会社間の情
報交換・作業調整のための夕例会議を設定。運転会社における液
体漏洩時対応基準を制定。

年次点検時を含め、毎日の工事朝
会・夕会にて、JESCO・運転会社・施
工業者間で作業内容の確認を行って
いる。

発生事業所

工事要領書により事前に問題点がな
いかを確認した上で、定期点検の際
にはJESCO・運転会社・施工業者間で
前日及び当日朝に作業内容を確認す
ることとしている。着工時の注意点
は毎日、工事安全確認指示書で確認
している。

定期点検の際にはJESCO・運転会社・
施工業者間で前日及び当日朝に作業
内容を確認することとしている。工
事後のラインチェックを確実に実施
することとしている。

作業前に工事作業者との詳細な打ち
合わせを確実に実施し、作業場所や
連絡方法を確認することとした。
（No.64の事象への対応参照）

55 東 京 平成22年5月25日 漏洩（工事・点検手順等）
IPA蒸留精製における前処
理塔リボイラーからの廃液
漏洩

イソプロピルアルコール蒸留前処理塔のリボイラー点
検の為､下部配管のドレン弁を外したところドレン配管
から廃液がオイルパン内に漏洩(約50L)｡

機器上部から順次開放し、残液の有無を再確認した後に点検作業
を実施するよう手順を見直した。施工業者等との連絡体制を強化
した。

工事着手前は、工事業者・運転会
社・JESCO３者による立会で、環境設
定内容を確認後作業を行っている。

JESCO、運転会社及び工事業者の３社
で作業前ミーティング、ＫＹを行
い、作業手順等の確認を行った後、
作業に取りかかっている。

発生事業所

工事着手前は、工事業者・運転会
社・JESCOの３者による立会で、環境
設定内容を確認後作業を行ってい
る。

定期点検時の環境設定については、
業者・運転会社との会議で確認し、
更に個別の工事実施の際に作業前打
ち合わせでも確認することとしてい
る。

56 東 京 平成22年9月15日 漏洩（工事・点検手順等）
水熱分解における供給ポン
プからの苛性ソーダ漏洩及
び被液

苛性ソーダ供給ポンプの点検時にポンプ入口フランジ
から苛性ソーダが防油堤内に漏洩(20L)｡

施工対象全ポンプの締付け状態の再チェックを実施。耐酸耐アル
カリ用の化学防護服を常備することとした。

該当機器はないが、苛性ソーダの取
り扱い上の危険性については再教育
した。なお、フランジの締付け状態
については、定期点検の際に確認す
ることとしている。

該当機器はないが、苛性ソーダの取
り扱い上の危険性について、MSDSを
用いて再教育を実施するとともに、
関係部署にMSDSを配布した。巡回時
には、フランジ等からの滲みの有無
について確認を行っている。

発生事業所

該当機器はないが、苛性ソーダの取
り扱い上の危険性について再教育し
た。なお、フランジの締付け状態に
ついては、定期点検の際に確認する
こととしている。

該当機器はないが、苛性ソーダの取
扱い上の危険性について再教育し
た。なお、フランジの締付け状態に
ついては、定期点検の際に確認する
こととしている。

57 大 阪 平成19年3月10日 漏洩（工事・点検手順等）
トランス油蒸留設備塔底ポ
ンプからの液漏洩

定期点検時にTCB分離塔の塔底ポンプ予備機のバルブを
閉じたまま蒸留設備を稼働し、圧力がかかったため、
フランジ継手より液が滲み出した｡

フランジの増し締めを実施するとともに、手順書を見直し、
チェックリストによる確認、現場表示の徹底を行った。

定期点検時の運転再開手順は、施工
者・運転会社・JESCO３者による立会
で、環境設定内容を確認後立ち上げ
を行っている。

図面を元に、現場確認と環境設定内
容の確認を実施するとともに、工事
業者と運転会社が札かけ及び札の取
り外しを実施している。

工事前後のアイソレーション及び解
除はチェックリストに基づいて原則
運転会社オペレーターが行い、運転
会社スタッフ及びJESCO担当が確認す
る。

発生事業所

水抜き・液張りなどの環境設定にあ
たっては、事前に当社と運転会社の
関係者が操作手順をチェックしてい
る。

58 大 阪 平成21年10月17日 漏洩（工事・点検手順等）
メカニカルシール交換後の
ＶＴＲ回収溶媒の漏洩

VTR-A号機第1オイルポンプのメカニカルシール交換工
事完了連絡を受け､運転会社が当該ポンプの試運転を実
施したところ､当該ポンプドレンプラグ部より溶媒が約
2Lオイルパンへ漏洩｡

作業手順書、安全管理書の作成を徹底。作業の完了確認をJESCO
社員、運転会社と保守業者が二重に実施。休日作業の事前確認と
連絡体制の確保を実施。

ドレン弁の開閉を伴う作業の作業手
順書に反映していることを確認し、
工事終了後の運転再開手順は、工事
業者・運転会社・JESCO３者による立
会で、環境設定内容を確認後立ち上
げを行っている。

工事完了時については、工事業者に
ドレンバルブ等が所定の状態にある
ことの確認を徹底させ、試運転時に
は運転会社が立ち会い、バルブ位置
の確認を行っている。

工事前後のアイソレーション及び解
除はチェックリストに基づいて原則
運転会社オペレーターが行い、運転
会社スタッフ及びJESCO担当が確認す
る。

発生事業所

ドレン弁の作業においても弁の開閉
札を用いることとし、２人以上で開
閉作業を確認することとした。
（No.62の事象への対応参照）



No 事業名 発生年月日 事象 件 名 概 要 発生事業所での対応 北九州事業所での対応 豊田事業所での対応 東京事業所での対応 大阪事業所での対応 北海道事業所での対応

59 大 阪 平成22年3月9日 漏洩（工事・点検手順等）
東棟劣化溶媒移送配管での
漏洩

東棟塩酸抽出溶媒槽から蒸留残渣中間槽への劣化溶媒
移送配管の溶接部の不具合により､卒業確認済みの劣化
溶媒が集水枡に漏洩(約25L)｡

塩酸抽出溶媒槽からの劣化溶媒の送り先を蒸留残渣中間槽
（SUS304管）から耐腐食性の高い反応器（テフロン管）と触媒ス
ラリー中間槽（SUS316L管）へ変更した。

該当する配管系統はない。１期施設
と２期施設の間にトランス油等の屋
外移送管（二重配管）があり、日常
パトロール及び定期点検で異常のな
いことを確認している。

配管等の工事を行った場合には、気
密試験を実施し、問題ないことを確
認している。なお、地下配管はな
い。

屋外配管の点検は、日常のパトロー
ルで実施している。溶接工事後の確
認等については、工事仕様書の中で
明確にしている。

発生事業所

該当機器なし。なお、No.34の事象を
受けて、１日１回屋外重油配管の点
検を実施し、異常のないことを確認
している。また、配管工事終了後に
はリークテストを実施し、漏れのな
いことを確認している。

60 大 阪 平成23年9月28日 漏洩（工事・点検手順等）
移送配管からトランス油の
漏洩

配管工事後に装着したパッキングのサイズが不適切で
あった為､通液時に室内漏洩(1L)｡

フランジとガスケットの確認を徹底。耐圧気密試験について、工
事会社・運転会社・JESCO間の報告・連絡を徹底するとともに、
作業要領書等を整備。

工事終了後の運転再開手順は、工事
業者・運転会社・JESCO３者による立
会で、環境設定内容を確認後立ち上
げを行っている。気密試験は工事業
者が実施し、３者で気密確認を行っ
ている。

気密試験の実施については、豊田事
業所再生計画に基づき、実施方法を
明確にするなどの対応をとってい
る。気密試験の実施に当たっては、
JESCO,運転会社及び工事業者の3社で
作業前ミーティング、ＫＹを行い、
環境設定内容等の確認を行ってい
る。また、気密試験結果について
は、工事業者が確認を行っている。

気密試験の実施については、工事仕
様書の中で明確にしている。

発生事業所
配管工事終了後にはリークテストを
実施し、漏れのないことを確認して
いる。

61 北海道 平成20年7月31日 漏洩（工事・点検手順等）
コンデンサ素子取出解体装
置の油圧作動油の漏えい

油圧ユニット用電磁弁のシール不良により、油圧作動
油がオイルパン等に漏洩（約15L）。

シール部品取付作業後に、漏洩の有無をチェックすることとし
た。

設置済みの電磁弁について点検を実
施し、問題ないことを確認した。今
後の工事については、作業手順書に
従い、漏洩の有無をチェックするこ
とを徹底した。

年2回の定期点検時ににじみの有無等
を確認、また、平成26年10月10日の
作動油漏洩トラブルの水平展開とし
ての全油圧ユニット点検の一貫とし
て当該設備も点検を実施。

油圧ユニットの滲み等については、
日常のパトロールで点検している。
工事時の確認については、工事仕様
書の中で明確にしている。

設置済みの電磁弁について点検を実
施し、問題ないことを確認した。今
後の工事については、試運転に立会
い、漏れチェックを行うことを徹底
した。

発生事業所

62 北海道 平成21年11月10日 漏洩（工事・点検手順等）
反応槽ポンプシール液がド
レンラインから漏洩

反応槽ポンプのドレン弁の締め切り不良のため、シー
ル液が漏れ、回収用ポリタンクから床面に溢れた（約
20L)。

ドレン弁の作業においても弁の開閉札を用いることとし、２人以
上で開閉作業を確認することとした。

ドレン弁の開閉を伴う作業の作業手
順書に反映していることを確認し、
作業手順書どおり作業を実施するよ
う周知徹底した。

定常的に行う作業（真空加熱ブース
ターポンプのドレン抜き等）につい
ては、作業手順書を作成し、手順書
通りの作業の厳守を周知徹底してい
る。

工事前後のアイソレーション及び解
除はチェックリストに基づいて原則
運転会社オペレーターが行い、運転
会社スタッフ及びJESCO担当が確認す
る。

作業手順書、安全管理書の作成を徹
底。作業の完了確認をJESCO社員、運
転会社と保守業者が二重に実施。休
日作業の事前確認と連絡体制の確保
を実施。（No.58の事象への対応参
照）

発生事業所

63 北海道 平成22年12月29日 漏洩（工事・点検手順等）

大型トランス開梱室検査
デッキ（東側）装置作動油
配管継ぎ手から作動油の漏
洩発生

検査デッキの油圧ユニットの作動油供給配管継ぎ手の
締め付けボルトの緩みにより、作動油がデッキ床面に
漏洩（約0.5L）。

検査デッキは休止状態であったため、作動油を抜いた。なお、他
の油圧ユニットを全数点検し、漏洩がないことを確認した。

該当機器なし。なお、その他の油圧
ユニットの配管継ぎ手のボルトにつ
いては、定期点検の際に確認するこ
ととしている。

ほとんど使用していない設備である
が、平成26年10月10日の作動油漏洩
トラブルの水平展開としての全油圧
ユニット点検の一貫として当該設備
も点検を実施。

油圧ユニットの滲み等については、
日常のパトロールで点検している。
工事時の確認については、工事仕様
書の中で明確にしている。

定期的に行っている安全衛生パト
ロール及び始業前点検で油圧ユニッ
トの滲み等を点検し、問題ないこと
を確認している。

発生事業所

64 北海道 平成23年2月16日 漏洩（工事・点検手順等）
小型トランス切断装置周辺
（マニプレータA）におけ
る作動油の漏洩

工事のため取外した圧力計を復旧する前に油圧系統の
作動油を通液したため、オイルパン内に漏洩（約
0.24L）。

作業前に工事作業者との詳細な打ち合わせを確実に実施し、作業
場所や連絡方法を確認することとした。作動油の漏洩トラブルが
多発したことから油圧ユニットや計器類の総点検を実施し、本件
以降作動油の漏洩トラブルの発生頻度が減少した。

年次点検時を含め、毎日の工事朝
会・夕会にて、JESCO・運転会社・施
工業者間で作業内容の確認を行って
いる。

図面を元に、現場確認と環境設定内
容の確認を実施するとともに、工事
業者と運転会社が札かけ及び札の取
り外しを実施している。

工事前後のアイソレーション及び解
除はチェックリストに基づいて原則
運転会社オペレーターが行い、運転
会社スタッフ及びJESCO担当が確認す
る。

定期検査時を含め、毎日の工事朝
会・夕会にて、JESCO・運転会社・施
工業者間で作業内容の確認を行って
いる。

発生事業所

65 北九州 平成25年5月8日 漏洩（誤認・誤操作）
2期施設真空加熱分離装置
Ａ号機の排ガス処理装置よ
りＰＣＢ汚染水の漏洩

タッチパネルの誤操作により真空加熱分離装置Ａ号機
の排ガス処理装置下部から漏洩(約80L）。

作業員のミス防止策として、施設内のタッチパネルを改善した。
また、漏洩対応遅れの防止策として、①非定常作業時の環境設定
範囲の追加変更、②緊急対応手順の明確化を図った。さらに、管
理体制及び教育訓練の徹底を図った。

発生事業所
タッチパネルの誤操作防止対策を実
施済み。

類似誤操作のおそれのあるタッチパ
ネルの調査を行い予防処置をとっ
た。

真空加熱分離装置のタッチパネルの
構成を変更し、自動・手動モードの
識別を実施した。

真空加熱炉後のオイルスクラバに洗
浄水ラインはないことを確認した。
なお、タッチパネルの誤操作につい
ては、No.75の事象への対応を参照。

66 豊 田 平成23年8月6日 漏洩（誤認・誤操作）
小型トランスNo1抜油装置
から洗浄油漏洩

シーケンスの手動操作において入力漏れがあり､処理物
の無い状態で洗浄油が供給され室内に漏洩した
（20L）。

洗浄設備の操作方法に関する作業員教育を実施した。また、処理
物の無い状態では供給管に洗浄液が供給されないようにする安全
装置を設置した。

非定常作業の場合、事前にJESCOが指
示書を出し、手順確認の徹底を図っ
ている。また、運転会社には報連相
を徹底した。

発生事業所

手動操作を含む非定常作業の際に
は、事前に手順書又は指示書により
運転会社と打ち合わせをし、手順を
共有化している。

非定常作業の場合は、事前にJESCO・
運転会社で協議し、運転会社内で作
業指示書に注意ポイントを記載後、
作業者に内容を徹底している。
運転会社の朝礼にて、情報が共有さ
れている。

非定常作業前にはJESCO、運転会社及
び工事作業者による詳細な打合せを
実施し、作業場所、連絡方法及び作
業手順について議事録を作成して確
認している。

67 豊 田 平成24年7月11日 漏洩（誤認・誤操作）
タンクローリーからのＳＤ
受入時に圧抜き管からＳＤ
が漏洩

弁操作を誤った為､SD(金属ナトリウム分散体)の送液時
に防液堤内で漏洩(約230L)｡

SD受入作業にJESCO職員が立会う等のチェック体制の強化、作業
手順書の改定、漏洩検知器の増設等を行った。その後、H25秋期
定期点検で恒久的措置として、漏洩の原因となったドレンポット
が不要な設備に改修し、ドレンポットを撤去。

作業手順の遵守徹底を図った。ま
た、SD剤取扱いに関する研修も定期
的に実施している。

発生事業所

SD剤を取り扱っていないものの、危
険物等を取り扱う作業については、
作業手順種の順守徹底を図った。ま
た、現場に注意喚起表示する等の工
夫をしている。

SD剤受入作業等のタンクローリーで
の入荷・払出については、当社社員
が立会い、ホースの確認をすること
としている。

SD受槽から反応槽の間のストレーナ
にドレン弁があるため、JESCO及び運
転会社の立会いの下でSD受入作業の
公開作業を実施し、公開作業で出さ
れたコメントを受けて、各バルブへ
の操作順序の明示等により作業要領
書を改定した。また、改定した作業
要領書を作業員に教育した。

68 豊 田 平成25年8月15日 漏洩（誤認・誤操作）
真空加熱Ｂ炉の油回転真空
ポンプ配管から潤滑油が漏
洩

作業者が通行時に配管に接触したことにより同配管に
亀裂が生じ､潤滑油が室内漏洩(約1L)｡

配管継ぎ手を強度の高い物に取り替え、定期点検時等に点検を実
施。本件と同様のネジ止めが使用されている箇所及び通路ではな
い場所を通って作業を行っている箇所については、注意喚起の表
示や配管の保護金具の取付、通行禁止等の措置をとった。

通路として整備されていない箇所の
原則通行禁止の徹底を図った。ま
た、不安全行動を防ぐための事前の
作業打合せの徹底も指示した。

発生事業所

通行禁止箇所は明確に表示してい
る。また、踏むこと等によって不具
合が生じるおそれのある場所は、注
意喚起表示をしている。

通路として整備されていない箇所は
原則通行禁止としており、周知徹底
を図った。

真空加熱炉真空ポンプ潤滑油配管接
続用ニップルをステンレス製に交換
した。なお、移動時の安全通路歩行
の励行と、安全通路に障害物がある
場合の改善活動を行っている。

69 豊 田
平成24年9月12日
（9月13日判明）

漏洩（誤認・誤操作）
管理目標値を超えるおそれ
のあるベンゼンの排出

排気中のベンゼンを吸着する活性炭槽のバイパス弁を

誤って開放した為､管理目標値(50mg/Nm
3
)を超えるおそ

れの有るベンゼンを含む排気ガスを排出｡

活性炭交換後の運転再開時には、JESCOがチェックシートにより
再チェックを実施した後、運転会社に運転再開を指示するルール
とした。また、活性炭交換後の排気処理設備の健全性を確認する
ため、最初の液処理時に排気中のベンゼン濃度測定の実施を手順
書に明記した。なお、バイパス管のバルブ等については、閉止板
の挿入やハンドル撤去を行った。

排気系にはバイパス管を設けておら
ず、活性炭交換時には設備を停止す
ることとしている。また、環境設定
に当たっては多重の確認を行ってい
る。

発生事業所

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。IPA吸着装置は３基の吸着塔が
吸着・脱着・乾燥を自動的に繰り返
すシステムになっており、バイパス
弁はない。

局所排気系の切替弁がバイパスライ
ンとなりうるため、弁にチェーンを
かけ、施錠した。弁の操作方法の変
更については、作業手順書に反映し
た。

バイパスラインにも活性炭槽が設置
されており、ベンゼンが放出される
ことはない。

70 東 京 平成20年2月28日 漏洩（誤認・誤操作）
コンデンサ解体グローブ
ボックス内の水漏洩

3階コンデンサ解体室グローブボックス内に設置してあ
る清掃用ウォーターガンが素子等部材に当たり､ホース
が外れ、グローブボックス内に水が漏洩。また、排気
ダクトフランジからグローブボックス外の通路にも漏
洩（約30L）｡

ウォーターガンの設置場所を変更した。 類似機器なし。
当該設備なし。なお、洗浄液のガン
やラインには弁を設置している。

発生事業所

コンデンサ解体のためのグローブ
ボックスはない。サンプリングボッ
クスにグローブは設置されている
が、サンプリングごとにチェックし
ている。

同様の誤操作が起こりうるレバー付
きの機器（シャワー用バルブ）の上
流にボール弁を設置し、緊急時のみ
開放することとした。

71 東 京 平成22年7月13日 漏洩（誤認・誤操作）
コンデンサ予備洗浄室にお
ける洗浄液漏洩

コンデンサ素子の予備洗浄を手動運転中､洗浄液がタン
クから溢れ床面に漏洩(約200L)｡

手動時の機器操作チェックリストを作成し、コンデンサ解体班へ
の教育や作業者への注意喚起を実施。手動運転時の誤操作の場合
に安全側に作動するよう制御方法を見直した。他設備においても
手動運転時の作業内容を精査し、誤操作防止対策をとった。

一人での手動運転作業を禁止し、手
動運転の際には事前に上長に連絡
し、指示を受けることを徹底した。

手動運転の場合は監視員を配置する
とともに、中制と連携して作業を実
施している。

発生事業所
手動運転の場合は監視員を配置する
とともに、中央制御室と連携して作
業を実施している。

コンデンサ解体エリアに該当設備な
し。なお、トランス解体エリアの給
液作業においては、オーバーフロー
防止インターロックを有する液面計
を使用している。なお、非定常作業
前にはJESCO、運転会社及び工事作業
者による詳細な打合せを実施し、作
業場所、連絡方法及び作業手順につ
いて議事録を作成して確認してい
る。

72 大 阪 平成19年4月27日 漏洩（誤認・誤操作）
東西移送専用容器への分離
回収液の過充填

西棟充填室において手動で分離回収液を東西移送用専
用容器へ充填中、停止操作の遅れにより、過充填と
なった。充填容器上面の防油堤内に数Lの液が溢れ出
た｡

分離回収液の充填を自動運転化した。

該当機器なし。なお、給液作業にお
いては、オーバーフロー防止イン
ターロックを有する液面計を使用し
ている。

当該作業なし。トランス等を開放状
態で洗浄する場合には、洗浄液の給
液時には満液センサーを設置してい
る。

該当設備なし。なお、オーバーフ
ローの懸念のある給液作業において
は、液面計等を利用してインター
ロックを組んでいる。

発生事業所

該当設備なし。なお、給液作業にお
いては、オーバーフロー防止イン
ターロックを有する液面計を使用し
ている。

73 大 阪 平成22年7月21日 漏洩（誤認・誤操作）
小型トランスからの洗浄液
のオーバーフロー

粗洗浄中の小型トランスから洗浄液がオーバーフロー
し防油堤内に滞留(約150L)｡

静置工程中に運転再開ボタンを押しても液入が開始しないよう制
御システムを変更。洗浄液がトランス内部の一定の高さになると
自動的に停止させる装置を設置。

洗浄液充填について、レベル計によ
る自動制御を実施している。なお、
タッチパネルの誤操作防止のため応
答機能を入れている。

小型トランスについて同様の可能性
があることから、洗浄液がトランス
内部の一定の高さになると自動的に
停止できるよう満液センサーを追設
した。

類似誤操作のおそれのあるタッチパ
ネルの調査を行い予防処置をとっ
た。関係者に周知し、注意喚起を
行っている。

発生事業所

タッチ箇所の改善、長押し・ダブル
アクション化など、タッチパネルの
誤操作防止策を講じた。（No.75の事
象への対応参照）

74 北海道 平成21年8月31日 漏洩（誤認・誤操作）
車載トランス抜油・予備洗
浄設備からの洗浄液の漏れ

車載トランス内部の循環洗浄のための気密検査の際、
気密検査用の窒素供給弁の閉め切りが不十分であった
ため、洗浄液がオイルパン内に漏洩（300L）。その一
部が集液パンから漏洩（150mL）。

窒素供給配管にカプラとソケットキャップを取り付けた。集液パ
ンの液面高高警報発生時、中央制御室から洗浄液の停止操作を実
施するよう手順を見直した。また、同警報発生時に作業員が弁を
操作する箇所について、自動で弁を開閉できるようにした。

該当する方法はない（当事業所で
は、上部コンサベーターから真空ポ
ンプにより減圧し気密状態を確認し
ている）

車載トランス洗浄設備では、カプラ
付きの配管を窒素と洗浄液で共用し
ており、洗浄が終了するまで配管を
取り外すことはない。また、洗浄台
の下にはオイルパンを設置してい
る。

東京事業所では循環洗浄は行ってい
ない。

車載トランス洗浄設備では、カプラ
付きの配管を窒素と洗浄液で共用し
ており、洗浄が終了するまで配管を
取り外すことはない。また、洗浄台
の下にはオイルパンを設置してい
る。

発生事業所
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75 北海道 平成22年8月23日 漏洩（誤認・誤操作）
小型トランス予備洗浄にお
ける洗浄液の漏洩

小型トランスの予備洗浄時、現場操作盤に誤って接触
したため、小型トランスの給液口から洗浄液がオイル
パン型パレット内に漏洩（約43L）。

現場操作盤の誤操作を防止するよう、タッチ部の明示、ボタンの
長押し化、ダブルアクション化などの改造を実施した。

タッチパネルの誤操作防止のため応
答機能を入れている。また、指差呼
称と確認の励行を徹底した。

小型トランスについて同様の可能性
があることから、洗浄液がトランス
内部の一定の高さになると自動的に
停止できるよう満液センサーを追設
した。

類似誤操作のおそれのあるタッチパ
ネルの調査を行い予防処置をとっ
た。関係者に周知し、注意喚起を
行っている。

静置工程中に運転再開ボタンを押し
ても液入が開始しないよう制御シス
テムを変更。洗浄液がトランス内部
の一定の高さになると自動的に停止
させる装置を設置。（No.73の事象へ
の対応参照）

発生事業所

76 北海道 平成22年11月14日 漏洩（誤認・誤操作）
小型トランス予備洗浄にお
ける洗浄液の漏洩

小型トランスに１回目の予備洗浄の際、洗浄液を過剰
に給液したため、小型トランスを設置しているオイル
パン内に洗浄液が漏洩（約2L）。

銘板に記載された量以上にトランス油が充填されている場合に過
剰に給液されないよう、給液量を設定することとした。

洗浄液充填について、レベル計によ
る自動制御を実施している。

開放状態での洗浄を行う場合には、
満液センサーを取り付けて洗浄作業
を実施している。

洗浄液充填について、レベルスイッ
チによる自動制御を実施している。

静置工程中に運転再開ボタンを押し
ても液入が開始しないよう制御シス
テムを変更。洗浄液がトランス内部
の一定の高さになると自動的に停止
させる装置を設置。（No.73の事象へ
の対応参照）

発生事業所

77 北海道 平成23年3月11日 漏洩（誤認・誤操作）
車載トランス予備洗浄にお
ける洗浄液の漏洩

トランス内部の洗浄のため洗浄液を供給する際、流量
設定が不適切であったためオーバーフローし、オイル
パン内に漏洩（約16L）。

流量設定が自動で変更されないようにソフトウェアを修正すると
ともに、車載トランスの洗浄液の給液速度は十分低い値とするこ
ととした。

洗浄液充填について、レベル計によ
る自動制御を実施している。

いずれも密閉状態で洗浄作業を行っ
ており、オーバーフローは発生しな
い。過給液が発生した場合、洗浄装
置上部の満液検知ポットで検知し、
給液が停止する。

洗浄液充填について、レベルスイッ
チによる自動制御を実施している。

洗浄液充填について、レベル計によ
る自動制御を実施している。

発生事業所

78 北海道 平成23年12月6日 漏洩（誤認・誤操作）
特殊品解体エリア予備洗浄
中の洗浄液の漏洩

洗浄液を供給するノズル付きホースをホーススタンド
に戻した際に、出口バルブが他のホースに接触し開い
たため、床面に漏洩（約7L）。

誤って開いてしまったバルブの上流側に手動弁を取り付けた。ま
た、給液停止時の作業員間の相互確認を手順書に追加した。

作業手順遵守を徹底（洗浄液供給停
止確認後ホースをはずす）。また、
指差呼称の徹底を指示した。

抜油管を鞘管に納めた場合に洗浄液
が供給されない安全装置を設置して
いる。

該当設備なし。 該当設備なし。 発生事業所

79 北海道 平成24年6月7日 漏洩（誤認・誤操作）
計器用変成器の予備洗浄作
業における洗浄液の漏洩

洗浄液の給液ホースを抜液ホースと誤認して外したた
め、オイルパン内に漏洩（約30L）。

ホースの種別に応じてテープの色を変えて識別するとともに、処
理状況を機器の上部に表示することとした。

ホースの種別（テープで区別）によ
り誤認を防いでいる。

作業前ミーティングとＫＹを徹底し
ている。また、ホースが識別できる
よう、表示を行っている。

該当設備なし。洗浄液の供給と抜液
は同じ配管で、給液弁と抜液弁が自
動で開閉するシステムとなってい
る。

ホース端部にカラーテープを巻くこ
とにより誤認を防ぎ、同時に内部の
圧が分かるように圧力計を設置し
た。

発生事業所

80 北海道 平成25年10月30日 漏洩（誤認・誤操作）
スラグ受容器外(スラグ受
容器パン)への出滓

スラグ受容器のスラグ受容器パンへのセット確認が不
十分だったため、スラグ受容器パン内にスラグを出滓
(約81kg)。

セット確認場所が暗かったため、投光機を設置した。また、受容
器のセット作業を必ず２人で行うよう要領書を変更し、関係者に
教育した。

作業手順で、出滓前に容器パン設置
の確認と容器パン内に異物がないこ
との確認の二重チェックを行ってい
る。

該当設備なし。 該当設備なし。 該当設備なし。 発生事業所

81 北九州 平成19年12月18日 漏洩（その他）
溶剤蒸留塔サンプル採取装
置からの溶剤の漏洩

１期溶剤蒸留回収装置分離塔のサンプリングバルブの
シール部に異物が噛み込み、チューブ内に液が残留し
た状態で、経年劣化したチューブ継手部が外れ、洗浄
液約5L（PCB濃度：0.9ppm）が防油堤内に漏洩。

シール部の洗浄及び継手部の増し締めを作業手順に盛り込んだ。
また、継手部を締付力低下を防止できるタイプに変更した。

発生事業所
ステンレス管を使用し、継ぎ手部は
スエジロック構造にして漏洩を防止
している。

PCBタンクのサンプリングポイント
は、GBの異常等をサンプリング前に
点検している。蒸留系のサンプリン
グポイントは、末端に常時プラグを
付けて漏れ防止をしている。

サンプル採取用チューブにはステン
レス管を使用しており、つなぎ部分
の増し締めは必要ないことを確認し
た。また、サンプリング時には滲み
のないことを点検することとしてい
る。

サンプル採取用チューブにはステン
レス管を使用しており、つなぎ部分
の増し締めは必要ないことを確認し
た。なお、その他の機器についても
バルブシール部を洗浄する手順が作
業手順書に反映されている。

82 北九州 平成25年2月1日 漏洩（その他）

1期施設含浸物2次洗浄装置
の熱交換器に接続していた
窒素ガスホースより洗浄液
の漏洩

熱交換器の閉塞解消のため接続していた窒素を注入す
るホースが外れ、洗浄液が逆流して漏洩(約10L)

①作業手順の遵守等作業者への教育訓練の徹底、②人的ミスの最
小化を図るための設備改善（逆止弁設置、窒素ガス導通確認接続
用具制作、窒素ガス元栓の移動）を実施した。

発生事業所

該当作業なし。なお、非定常作業の
実施に当たっては、フローシートを
定め、作業前ミーティング、ＫＹ等
を行い、環境設定内容等の確認を
行っている。

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。ホースは基本的にPCB、溶剤等
は金属フレキを使用してフランジ又
はカプラ(バルブ付き)接続、圧空、
窒素、水等は耐圧ホースを使用して
ネジ接続としている。

非定常作業で仮設ホースを取り付け
る場合はJESCO、運転会社、工事会社
で事前に内容を打ち合わせた後、注
意ポイントを朝礼で徹底している。

定常・非定常作業の作業要領書を確
認し、「抜け確認」の注意書きを記
入した。また、非定常作業の事前打
ち合わせの記録に漏洩防止項目も入
れた作業内容チェックシートを作成
し、運用することとした。

83 豊 田 平成22年12月8日 漏洩（その他）
小型トランス解体エリアに
おける洗浄液の漏洩

解体前洗浄作業を行う洗浄槽の洗浄液サンプリングラ
インに残留している不要な液を回収するポリタンクよ
り洗浄液が遮蔽フード内の床に漏洩（約5L）。

サンプリングの都度、初溜液を回収する方法とし、ポリタンクを
撤去。

サンプリングラインから直接ポリタ
ンクに洗浄液を受けている箇所はな
いことを確認した。

発生事業所

サンプリングラインに残留する液は
その都度ペール缶等に受けてタンク
に戻しており、配管に溜め置きはし
ていない。

サンプリングラインから直接ポリタ
ンクに洗浄液を受けている箇所はな
いことを確認した。

サンプリングラインから直接ポリタ
ンクに洗浄液を受けている箇所はな
いことを確認した。一方、サンプリ
ングの端切液をペール缶で運搬中に
床にこぼす事象が発生したため、運
搬容器を密閉型のものに変更した。
（No.97の事象への対応参照）

84 豊 田 平成23年12月24日 漏洩（その他）
撹拌洗浄エリアにおける洗
浄液の漏洩

攪拌洗浄槽液レベルを示す計器の誤信号により､上部蓋
の隙間より室内に漏洩した(260L)。

異常時に安全側に作動するなどの設定変更、漏洩警報器の増設を
実施。

該当設備なし。なお、給液作業にお
いては、オーバーフロー防止イン
ターロックを有する液面計を使用し
ている。

発生事業所 No.71の事象への対応参照。

該当設備なし。なお、トランスのPCB
油を抜き取った後の洗浄液の張り込
み作業は、作業者が確認しながら実
施している。

当事業所の撹拌洗浄装置は蓋部が密
閉式であるため、同様の事象は発生
しない。

85 大 阪 平成22年6月23日 漏洩（その他）
VTRチラー水のオーバーフ
ロー

冷水タンクからのＶＴＲチラー水がオーバーフローし

て冷却水が防油堤内に滞留(約1.2m
3
)。

逆流防止弁の機能を定期的に確認。電源オフ時に自動的に作動す
る自動弁を設置。

同機種の設備を使用しているため、
逆流防止弁動作不良に対する二重の
安全策（自動弁の追加）をとった。

逆止弁が機能しないときに問題が起
こる箇所を抽出し、定期点検の際に
確認することとした。

該当設備なし。なお、その他の機器
における逆止弁の作動については、
定期点検の際に確認することとして
いる。

発生事業所

該当機器なし。なお、その他の機器
における逆止弁の作動については、
定期点検の際に確認することとして
いる。

86 北海道 平成21年7月10日 漏洩（その他）
作業通路床面の壁際からの
洗浄液のにじみ

コンデンサ素子押出装置から飛散したPCBを含む洗浄液
が壁と床の間の施工不十分な箇所から滲み出し、隣の
作業スペースに漏洩（数mL）。

液の飛散可能性のあるコンデンサ遮蔽フードについて、コーキン
グの施工状態を確認し、コーキング部にアルミ製のカバーを新設
し、飛散した液はオイルパンに集まるようにした。

該当機器なし（コンデンサ素子は手
作業で取り出し、その際の若干の液
ダレは下部パンで回収され飛散しな
い）

素子取出解体設備（手解体場）付近
の壁面のコーキング部に洗浄液がか
からないよう、アルミカバーを設置
している。

コンデンサ素子取出し時の液ダレは
下部パンで回収される。また、GBの
床・壁の施工の状況は確認済み。

合同パトロールや安全衛生パトロー
ル時に、床・壁の施工仕舞いの点検
を行い、問題ないことを確認した。

発生事業所

87 北海道 平成21年12月24日 漏洩（その他）
テーブルリフター油圧シリ
ンダからの作動油の漏洩

解体前洗浄かごのリフターの油圧シリンダの付け根か
ら、作動油が床面に漏洩（15～20L）。

油圧シリンダの残油抜きラインが油圧ユニットタンクから油を吸
い上げないよう両者を切り離した。また、残油をポリタンクで回
収するよう改造した。（No.28の事象を受けて更なる対応をし
た。）

油圧ユニットからの滲みは始業前点
検及び安全パトロールで点検し問題
ないことを確認している。

定期点検時に油圧シリンダのシール
の劣化状況を確認することとしてい
る。管理区域レベル２の油圧ユニッ
トについては、日常目視点検を行っ
ている。その他の油圧ユニットにつ
いては、平成26年10月10日の作動油
漏洩トラブルの水平展開としての全
油圧ユニット点検の一貫として点検
を実施。

油圧シリンダーは、当該機器の日常
点検項目になっている。

油圧ユニットからの滲みは始業前点
検及び安全パトロールで点検し問題
ないことを確認している。

発生事業所

88 北海道 平成22年4月13日 漏洩（その他）
真空超音波洗浄エリアにお
ける洗浄カゴからの液だれ

真空超音波洗浄Ｂライン判定洗浄槽Ｂの洗浄カゴに
入っていた缶体に溜っていた洗浄液が床面に液だれ(約
1L)。

洗浄カゴの吊り上げに先立ち、判定洗浄槽内の洗浄液を排液する
とともに、缶体に洗浄液がたまらないよう底部に穴を開けること
とした。（No.90の事象を受けて更なる対応をした。）

二次洗浄工程に入る非含浸物（金属
類等）は、破砕物であり、特殊品缶
体そのものは洗浄しない。なお、洗
浄物は真空乾燥工程を経るため液ダ
レはない。

超音波洗浄カゴの吊り上げに先立
ち、判定洗浄槽内の洗浄液を排液す
るとともに、缶体に洗浄液がたまら
ないよう底部に穴を開けることとし
た。

該当設備なし。なお、洗浄槽内で排
液・乾燥した後に搬送するため、類
似作業はない。

洗浄槽内で抜液・乾燥した後に搬送
するため、類似作業はない。

発生事業所

89 北海道 平成22年5月3日 漏洩（その他）
攪拌洗浄エリアにおける洗
浄カゴからの液だれ

攪拌洗浄エリアで洗浄後の洗浄カゴを搬送中に洗浄液
が床に液だれ（約5L）。通常よりも排液完了液レベル
が高かった。

攪拌洗浄槽の液レベルが所定のレベル以下とならない場合は、手
動操作により洗浄カゴを持ち上げて液だれの有無を確認すること
とした。

二次洗浄工程に入る非含浸物（金属
類等）は、破砕物であり、特殊品缶
体そのものは洗浄しない。なお、洗
浄物は真空乾燥工程を経るため液ダ
レはない。

攪拌洗浄槽の液レベルが所定のレベ
ル以下とならない場合は、手動操作
により洗浄カゴを持ち上げて液だれ
の有無を確認することとした。

該当設備なし。なお、洗浄槽内で排
液・乾燥した後に搬送するため、類
似作業はない。

洗浄槽内で抜液・乾燥した後に搬送
するため、類似作業はない。

発生事業所

90 北海道 平成22年7月7日 漏洩（その他）
真空超音波洗浄エリアにお
ける判定洗浄槽Ａからの
液だれ

真空超音波洗浄Ａラインの判定洗浄槽Ａ内の洗浄物が
洗浄終了後の洗浄カゴ上昇時に洗浄液をすくい上げ、
床面に液だれ（約0.75L）。

洗浄液が床面に飛散しないように飛散防止用のカバーを設置し
た。（No.42の事象を受けて更なる対応をした。）

二次洗浄工程に入る非含浸物（金属
類等）は、破砕物であり、特殊品缶
体そのものは洗浄しない。なお、洗
浄物は真空乾燥工程を経るため液ダ
レはない。

Ａラインの判定洗浄槽にはオイルパ
ンを設置、Ｂラインは判定洗浄槽か
らのカゴ上昇時に液切りのタイマー
制御を実施

該当設備なし。なお、洗浄槽内で排
液・乾燥した後に搬送するため、類
似作業はない。

洗浄槽内で抜液・乾燥した後に搬送
するため、類似作業はない。

発生事業所

91 北海道 平成22年8月8日 漏洩（その他）
コンデンサ解体エリア作業
スペースにおける洗浄液
のにじみ

コンデンサ解体エリアのアクリル板のすき間から、遮
蔽フード内の洗浄液が作業スペース側の床面に滲み
（2m×0.5m）。

遮蔽フード内のパネル壁に養生シートを貼り付け、すき間をコー
キングした。

施設内点検時に発見した床面の亀裂
については補修を実施済。また、コ
ンデンサ解体グローブボックスのア
クリルパネルの更新を行っている。

壁パネルを交換するとともに、コー
キングを再度実施した。

床・壁の施工の状況は確認済み。な
お、床面の不浸透性塗料の劣化箇所
は、適宜補修している。

合同パトロールや安全衛生パトロー
ル時に、床・壁の施工仕舞いの点検
を行い問題ないことを確認した。

発生事業所

92 北海道 平成22年11月16日 漏洩（その他）
小型トランス転倒によるト
ランス油の漏洩

小型トランスを穿孔作業後、抜油・予備洗浄装置に移
動中、乗り継ぎ部でトランスが転倒し、トランス油が
床面に漏洩（約130L）。

小型トランスをトレイに乗せる範囲の設定、ズレ防止機構付きの
トレイの使用徹底、乗継部への落下防止用チャンネルの設置を
行った。

小型トランスステーションで穿孔、
抜油、洗浄を行い、これらの工程間
ではトランスの移動はない。

乗継部を確認し、落下防止用のガイ
ドを追設した。

トランスは、天井クレーンにより搬
送台車に移送し、台車に固定するた
め、同様の乗り継ぎはない。

小型トランスをトレイに乗せる範囲
の設定、不安定なものには中型パ
レットを併用、結束を確実に実施す
るなどの対応を行っている。

発生事業所

93 北海道 平成22年12月19日 漏洩（その他）
車載トランス抜油・予備洗
浄装置における作動油の漏
洩

車載トランスの揺動装置内のストッパーの高さ不足に
よりサポートと配管が接触・破損し、揺動装置内のオ
イルパン等に作動油が漏洩（約5L）。

漏洩した配管を耐圧ホースに変更するとともにストッパーを高く
する改造を実施した。

該当設備なし。

車載トランスの予備洗浄装置のう
ち、NO.1洗浄装置に揺動装置が付属
しているが、使用していない。ま
た、NO.2及びNO.3については揺動装
置は付属していない。

該当設備なし。 該当設備なし。 発生事業所
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94 北海道 平成23年2月7日 漏洩（その他）
車載トランス予備洗浄液端
切液運搬中の漏洩

車載トランスの予備洗浄液のサンプリングで発生した
端切液をペール缶で運搬中に、段差に躓いて床面に漏
洩（約10L）。

運搬容器を密閉型のものに変更した。また、段差を解消するた
め、踏み板を設置した。

サンプル残液用ステンレス容器（密
閉型）で回収し、残液はポンプにて
溶剤蒸留送液タンクへ液送してい
る。

初溜液はドラム缶にためフード内で
処理し、分析用の液は密閉缶で運搬
している。注意喚起を行うととも
に、ＫＹの徹底を図っている。
処理棟内の一部の段差にはトラテー
プで注意喚起するとともに、踏みつ
けるおそれのある配管の付近や配管
の出っ張り部には注意喚起の表示を
行っている。

端切り液は、ドラム缶にため、PCBタ
ンクに回収する。サンプル液は、密
閉容器に入れ運搬している。関係者
に周知し、注意喚起を行っている。

躓きを防ぐ目的で段差部分の改善を
進めている。改善のできない箇所は
トラテープを貼って注意喚起を行っ
ている。

発生事業所

95 北海道 平成26年2月25日 漏洩（その他）
〔当初施設〕真空超音波洗
浄エリアにおける洗浄液の
漏洩

移送ポンプ吐出の逆止弁が内漏れしたため吐出配管の
洗浄液がドレンポットに逆流し、No.1ドレンポット窒
素ガスシールユニット弁から漏洩(約12L)。

長期停止の場合、逆止弁の内漏れを考慮して手動弁を閉止するよ
う要領書を変更し、関係者に教育した。

二重安全の観点から必ず手動弁は閉
めるよう徹底している。

長期停止の場合には、超音波洗浄設
備、撹拌洗浄設備とも液抜きを実施
している。

該当設備なし。
長期停止の場合には、液抜きを行っ
た後、手動弁を閉めることを徹底し
ている。

発生事業所

96 北九州 平成17年11月16日 労災（負傷：切創等）
碍子破壊作業中に左手薬指
を切創

解体分別室で、コンデンサの碍子をハンマーで破壊作
業中、碍子破面で手袋の上から左手薬指を切創（不休
業災害）。

碍子破壊用専用工具の作製及び耐切創性手袋への変更を実施し
た。

発生事業所
一部の碍子はチゼルにより破壊して
いるが、ハンマーで碍子を破壊する
作業は行っていない。

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。切創の可能性のある作業で
は、切創防止用手袋を内手袋として
着用している。

作業手順書に手袋など保護具の着用
を記載し、関係者に周知している。

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。切創の可能性のある場所で
は、切創防止用手袋を着用して作業
している。

97 豊 田 平成21年6月26日 労災（負傷：切創等）
小型トランス解体作業時の
負傷

小型トランスの解体作業において､解体作業中の鉄心
150kgを倒した際に､作業員が鉄心と作業台の間に右手
中指と薬指を挟まれ､裂傷､骨折｡

小型トランスコア解体作業はパレタイジング・クレーン及び傾転
機を使用して鉄心を倒し、安定した状態で作業を行うよう徹底。
手解体作業台を広げ、作業台の高さを調整。

重量物の取扱いに当たってのクレー
ンの使用等作業手順遵守を徹底し、
注意喚起を行っている。

発生事業所

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。一人作業での重量物の取扱い
は、20kg未満とすることとしてい
る。コンデンサーの横移動等には、
直接手で触れないように専用の治具
を作成し、挟まれ災害等を防止して
いる。

重量物の取扱いについては、自力で
20kgまでに制限している。

重量物の取扱いについては、No.105
の事象への対応を参照。

98 東 京 平成18年3月15日 労災（負傷：切創等）
コンデンサ解体工程におけ
る素子取出しでの親指切創

コンデンサグローブボックス作業において素子をつか
み損ね、素子結束（金属製）により左手親指付根を切
創。

素子を手でつかまなくていいように専用治具を作成し使用するこ
ととした。

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。切創防止用の内手袋を使用し
ている。

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。切創防止用の内手袋を使用し
ている。

発生事業所
作業手順書に手袋など保護具の着用
を記載し、関係者に周知している。

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。切創の可能性のある場所で
は、切創防止用手袋を着用して作業
している。

99 東 京 平成20年9月22日 労災（負傷：切創等）
トランスコア解体工程にお
ける鉄心曲機での中指切創

鉄心曲げ加工装置入口部のローラーに鉄板が噛み込ん
だため、工具を使用せず手で鉄板を引き抜いた際､鉄心
バリ部で指を切創｡

プライヤー等の治具を使うこととし、現場にその旨を注意喚起す
る表示を掲示した。

適切な工具の使用等作業手順遵守を
徹底し、注意喚起を行っている。

トランスの鉄心は手作業で曲げるだ
けであり、切断しないため、バリが
発生する作業はない。作業に当たっ
ては、革手袋を装着している。コン
デンサ素子解体作業等については関
係者に周知し、注意喚起とＫＹの徹
底を行っている。インナーグロー
ブ、切創防止用の内手袋、ポートグ
ローブとアウターグローブを多重に
装着して作業を実施している。

発生事業所
作業時における基本的な必要工具の
設置確認を実施し、適切な工具の使
用等作業手順遵守を徹底した。

切創災害の可能性のある作業につい
てはリスクアセスメントを実施し、
災害リスク低減に有効な工具及び保
護具を使用して作業している。

100 東 京 平成22年10月15日 労災（負傷：切創等）
ドラム缶降ろし作業時の薬
指裂傷

２段積みドラム缶（加熱済み絶縁紙入）を処理するた
めに床に降ろそうとした際、バランスを崩してドラム
缶と支柱の間に右手薬指を挟み裂傷。

重量物の移動に道具を使用すること、２人作業とすることを周知
徹底した。また、作業スペース確保のための整理整頓、粉砕した
絶縁紙を空気移送する設備を設置した。

重量物の取扱いに当たってのクレー
ンの使用等作業手順遵守を徹底し、
注意喚起を行っている。

ドラム缶の移動作業では、ドラム
ポーターを使用している。ドラム缶
の２段積み作業は外部業者に委託し
ている。

発生事業所

作業者に対して、周辺の作業スペー
スを確保し、複数者で対応するとと
もに、ドラム缶の移動作業はドラム
ポーターを使用するよう指示してい
る。

ドラム缶の移動作業では、ドラム
ポーターを使用している。

101 東 京 平成22年11月11日 労災（負傷：切創等）
トランス容器帯ノコ切断後
の切粉除去作業時の薬指裂
傷

トランス容器切断時に発生した切粉を当該容器を振
るって除去しようとして、手を冶具と容器の間に挟ま
れて負傷した。

切粉を吸引する方式の装置を導入した。
適切な工具の使用等作業手順遵守を
徹底し、注意喚起を行っている。

トランスを振って切粉を落とす作業
は行っていない。適切な工具の使用
等作業手順遵守を徹底し、注意喚起
を行っている。

発生事業所
適切な工具の使用等を作業手順にて
遵守するよう指示・徹底している。

手解体作業に新たに従事する作業者
は、管理区域に入る前に治具の使用
方法の研修を受けている。また、適
切な工具の使用等作業手順遵守を徹
底し、注意喚起を行っている。

102 東 京 平成22年11月23日 労災（負傷：切創等）
素子取出し作業時にバール
と床間に指を挟まれ左手指
先骨折

コンデンサグローブボックス内で、素子をコンデンサ
容器から取り出す作業中、バールをどけようとしたと
ころに別作業員が倒した素子の塊が落ちて負傷。

連携作業時の注意確認を周知。保護マスク越しに声が聞こえるよ
うインターフォンを設置した。

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。指差呼称の徹底を実施。

隣りあった作業者どうしが声を掛け
合い、作業を行っている。また、関
係者に周知し、注意喚起を行ってい
る。

発生事業所

保護具を適切に装着するよう指示す
るとともに、指差呼称の実施を関係
者に周知し、注意喚起を行ってい
る。

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。また、隣接したグローブボッ
クスでの作業では、作業前の打合せ
や作業時の声掛け等により、干渉す
ることが無いように注意喚起してい
る。

103 大 阪 平成21年6月18日 労災（負傷：切創等）
ホルソー付着キリコ除去時
の手指切創

西棟１階小型解体室のグリーンハウスでホルソーでコ
ンデンサの穴開け作業を行い､作業終了時ホルソーに付
着した切粉を手で除去した為､右手人差し指を切創｡

切粉の除去時にペンチを使用するよう徹底した。
関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。切創防止用の内手袋を使用し
ている。

切断器具に付着した切粉を除去する
作業はない。

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。切創の可能性のある作業で
は、切創防止用手袋を内手袋として
着用している。

発生事業所

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。切創の可能性のある場所で
は、切創防止用手袋を着用して作業
している。

104 大 阪 平成25年6月30日 労災（負傷：切創等）
炭化物集塵機用送風機軸受
け交換作業における右手指
被災

送風機軸受部異音確認の為に手回しを実施した時､Vベ
ルトとモーターVプーリー間に右手第4指と第5指を挟み
被災｡

点検中にはVベルトを握らないこと、メーカー作業の立会時には
自ら作業を行わないことを周知。

作業手順遵守を徹底し、注意喚起を
行っている。

類似の作業（真空加熱炉真空ポンプV
ベルトの手回し）について、ウィル
キーを使用するよう作業手順を作成
し、作業手順順守の徹底を図った。

プーリーから十分遠い部分のベルト
を握らず掌を広げて触るように、注
意喚起を行っている。

発生事業所
Vベルトを握っての手回し作業は禁止
し、Vベルト交換時には冶具を使用し
てプーリーを回すことを徹底した。

105 北海道 平成20年9月22日 労災（負傷：切創等）
大型トランス蓋切断作業に
おける右薬指の挫創

大型トランスの上蓋切断片(約45kg)を手で引き抜こう
とした際に、定盤と切断片との間に指を挟んだ。（微
傷災害）

重量物の移動運搬制限荷重を20kg以下として、材料の下に手を入
れないことをルール化した。

重量物の取扱いに当たってのクレー
ンの使用等作業手順遵守を徹底し、
注意喚起を行っている。

重量物の上蓋切断片は治具を使用し
てクレーンでつり上げており、安全
作業を徹底し、注意喚起を行ってい
る。

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。一人作業での重量物の取扱い
は、20kg未満とすることとしてい
る。コンデンサーの横移動等には、
直接手で触れないように専用の治具
を作成し、挟まれ災害等を防止して
いる。

重量物の取り扱いについては、自力
で20kgまでに制限している。重量物
の取り扱いは適切な工具を使用する
ように関係者に周知している。

発生事業所

106 北海道 平成21年2月10日 労災（負傷：切創等）
コンデンサ手解体素子取り
出し時右手掌挫裂創

小型コンデンサ(約40kg)の解体作業中、缶体切断で生
じた突起部が右掌に刺さり、5mmの切創を負った。（不
休災害）

缶体切断時に突起部を生成させない切断方法とするよう手順書を
変更した。

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。切創防止用の内手袋を使用し
ている。

関係者に周知し、注意喚起とＫＹの
徹底を行っている。インナーグロー
ブ、切創防止用の内手袋、ポートグ
ローブとアウターグローブを多重に
装着して作業を実施している。

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。切創の可能性のある作業で
は、切創防止用手袋を内手袋として
着用している。

指差呼称の徹底を関係者に周知し、
注意喚起を行っている。保護具は作
業手順書にて定めている。

発生事業所

107 北海道 平成21年2月25日 労災（負傷：切創等）
コンデンサ蓋解体作業にお
ける右手甲部の挫裂創

コンデンサ蓋のガイシの解体作業中、解体済ガイシの
鋭利な箇所が右手甲部に刺さり、2cmの切創を負った。
（不休災害）

蓋解体作業において、耐熱手袋を着用するようルール化した。ま
た、経験の浅い作業員向けに訓練施設を設置して、訓練後に配属
とした。

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。切創防止用の内手袋を使用し
ている。

関係者に周知し、注意喚起とＫＹの
徹底を行っている。インナーグロー
ブ、切創防止用の内手袋、ポートグ
ローブとアウターグローブを多重に
装着して作業を実施している。

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。切創の可能性のある作業で
は、切創防止用手袋を内手袋として
着用している。

指差呼称の徹底を関係者に周知し、
注意喚起を行っている。保護具は作
業手順書にて定めている。

発生事業所

108 北海道 平成25年3月14日 労災（負傷：切創等）
計器用変成器上蓋切断作業
における解体作業員の右人
差し指指尖部の損傷

中型切断機での切断作業中に切断物を支えていたとこ
ろ、手を滑らせて帯鋸刃に巻き込まれ、指先(約1cm)を
損傷。（不休災害）

同様の切断機の巻き込まれ防止のため、操作者と切断機の間にア
クリル板を設置した。また、切断作業の手順書を変更し、関係者
に教育した。

作業手順遵守を徹底し、注意喚起を
行っている。

北海道事業所と同様の作業方法は禁
止し、冶具を工夫・作成して作業を
実施することとしており、作業手順
遵守を徹底している。

作業手順遵守を徹底し、注意喚起を
行っている。

朝礼などで関係者に周知し、作業手
順遵守を徹底するとともに、注意喚
起を行っている。

発生事業所

109 大 阪 平成23年1月24日 労災（負傷：転落）
切断・分別室 解体テーブ
ルからの落下・転落時に右
手甲を創傷

コンデンサ解体切断機のコンデンサ固定台の上で､切断
刃固定板を取外す作業中､転落｡床までの高さは800mm｡

作業者がコンデンサ固定台に乗らずに作業できるように安全作業
マニュアルの改訂を行った。また、切断刃が水平に吊れるように
バランサーの改造を行った。

台上での切断刃の交換はない。
関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。

発生事業所
関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。

110 大 阪 平成24年1月11日 労災（負傷：転落）
ローディング室でトラック
の幌を外す作業中に転落

構内搬送用トラックの幌を外す作業中､荷台(高さ約
1.7m)から落下し右手骨折(休業傷害)

脚立作業に代えて移動式の作業用踏み台（手摺付き階段型）を導
入。

同様の作業なし。
構内配送トラックはないが、運転会
社に情報提供し、注意喚起を行って
いる。

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。

発生事業所
関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。

111 大 阪 平成26年1月21日 労災（負傷：転落） 裁断機監視作業中の転倒
横型バンドソーによる切断を操作盤付近で監視中の作
業者が後ろを振り向いた際､バランスを崩して転倒し被
災｡

個人支給の化学防護長靴のサイズの再確認、オイルパンの周囲へ
の危険表示、オイルパン内側に側壁と同じ高さの踏板の設置等を
実施した。

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。また、小集団活動で、躓き・
転倒リスクアセスメントを推進して
いる。

関係者に周知し、注意喚起を行うと
ともに、ＫＹの徹底を図っている。

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。また、ヒヤリハット活動を推
進し、安全意識の向上とトラブル未
然防止を図っている。

発生事業所

段差・足元に注意するよう注意喚起
を行っている。また、ヒヤリハッ
ト・気がかり活動を強化し、安全意
識の向上とトラブル未然防止を図っ
ている。
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112 大 阪 平成26年6月9日 労災（負傷：転落）
作業員控室にて椅子から落
下して打撲

運転会社作業員が作業員控室にてロッカー上部の段
ボール箱の場所を調節しようとしてキャスター付きの
椅子に乗ったところ、椅子が動き、椅子から落下（腰
部打撲、入院17日間）。

キャスター付きの椅子に乗っての作業、ロッカー上部に物を置く
ことを禁止。工具や用具の目的外使用を行わないよう周知。

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。また、小集団活動で、躓き・
転倒リスクアセスメントを推進して
いる。

関係者に周知し、注意喚起を行うと
ともに、ＫＹの徹底を図っている。

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。また、ヒヤリハット活動を推
進し、安全意識の向上とトラブル未
然防止を図っている。

発生事業所
関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。

113 東 京 平成19年10月6日 労災（負傷：転倒）
コア解体工程における転倒
による左鎖骨骨折

コア解体室にて清掃作業中、転倒して鉄心解体設備の
アングルに左胸を打ち、左鎖骨を骨折（約3週間自宅静
養）。

作業従事者への注意喚起を行うとともに、アングル部にカバーを
設置。

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。また、小集団活動で、躓き・
転倒リスクアセスメントを推進して
いる。

関係者に周知し、注意喚起を行うと
ともに、ＫＹの徹底を図っている。

発生事業所

関係者に周知し、注意喚起を行っ
た。また、ヒヤリハット活動を推進
し、安全意識の向上とトラブル未然
防止を図っている。

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。解体工程では滑りにくい耐油
性の靴を着用することとしている。

114 東 京 平成22年8月27日 労災（負傷：転倒）
コンデンサ解体室における
作業員の負傷

3階コンデンサ解体室において液中切断装置で処理する
ために作業員がコンデンサを冶具に固定する作業を冶
具置台に上がって行った際、冶具に足を引っ掛けてバ
ランスを崩し壁に右肩を打撲（休業災害）。

手順書で定められたとおりに作業を行うことを徹底し、全ての手
順書についてより安全に配慮した手順書への見直しを行った。

同様の作業なし。類似した作業につ
いては、手順書遵守の徹底等注意喚
起を行っている。

安全作業の徹底等注意喚起を行うと
ともに、ヒヤリハット活動の強化等
により、安全意識の向上とトラブル
未然防止を図っている。

発生事業所
当該作業のマニュアルが作成されて
いることを確認し、手順書遵守の徹
底等注意喚起を行っている。

関係者に周知し、注意喚起を行うと
ともに、ヒヤリハット・気がかり活
動を強化し、安全意識の向上とトラ
ブル未然防止を図っている。

115 東 京 平成22年12月5日 労災（負傷：転倒）
ポンプ点検後移動時の後ろ
向き転倒

ポンプ点検後、PHSで通話しながら振り向きながら後ず
さった際、配管につまずき後向きに転倒し、右手首を
捻挫。

配管出っ張り部にトラテープで注意表示を行った。通話中の歩行
を禁止した。

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。また、小集団活動で、躓き・
転倒リスクアセスメントを推進して
いる。

踏みつけるおそれのある配管の付近
や配管の出っ張り部には注意喚起の
表示を行っている。

発生事業所

周囲の確認を朝礼等で関係者に周知
している。通路上の配管・段差等は
反射テープ又はトラテープ（黄色、
黒の縞テープ）を貼っている。

通路上の配管・突起部・段差等には
注意喚起の表示を行っている。

116 東 京 平成22年12月8日 労災（負傷：転倒）
スラリ入りペール缶をもっ
ての転倒

ペール缶を持って配管をくぐろうとした際、くぐり終
える前に腰を上げたために配管を背中に当て、前のめ
りに転倒し右手首を捻挫。

配管出っ張り部にトラテープで注意表示を行った。配管の高さを
変更した。

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。また、小集団活動で、躓き・
転倒リスクアセスメントを推進して
いる。

踏みつけるおそれのある配管の付近
や配管の出っ張り部には注意喚起の
表示を行っている。

発生事業所

周囲の確認を朝礼等で関係者に周知
している。通路上の配管・段差等は
反射テープ又はトラテープ（黄色、
黒の縞テープ）を貼っている。

No.94の事象への対応として、運搬通
路の段差を解消する対策を講じてい
るほか、ヒヤリハット・気がかり活
動で指摘された通行しづらい箇所
は、解消するように努めている。

117 大 阪 平成22年3月23日 労災（負傷：転倒）
解体作業中の負傷（左足第
５中足骨骨折）事故

西棟1階大型解体室内でクレーン操作中31cmの段差を降
りる際､段差下部に設置されていた板木に足を躓き､左
足第5中足骨を骨折｡

ステップ等を新たに設置して作業動線を確保した。

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。また、小集団活動で、躓き・
転倒リスクアセスメントを推進して
いる。

日頃から安全行動に心がけるよう注
意喚起するとともに、作業スペース
や作業動線確保のためのステージの
取り付け等を行っている。

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。また、ヒヤリハット活動を推
進し、安全意識の向上とトラブル未
然防止を図っている。

発生事業所

作業場所周辺の配管・突起部・段差
等を作業前に確認するとともにトラ
テープ等で注意喚起の表示を行って
いる。

118 大 阪 平成26年4月5日 労災（負傷：転倒）
運転会社の通用口付近にあ
る段差で通勤災害発生

運転会社作業員が帰宅する際、通用口を出たところで
コンクリートとアスファルトの継ぎ目部分の段差（約
6cm）で左足をひねり、左足第5中足骨基部を骨折。

アスファルト部分を補修して段差を解消するとともに、通勤時の
危険予知について周知。

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。また、小集団活動で、躓き・
転倒リスクアセスメントを推進して
いる。

関係者に周知し、注意喚起を行うと
ともに、ＫＹの徹底を図っている。

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。また、ヒヤリハット活動を推
進し、安全意識の向上とトラブル未
然防止を図っている。

発生事業所

関係者に周知し、注意喚起を行うと
ともに、ヒヤリハット・気がかり活
動を強化し、安全意識の向上とトラ
ブル未然防止を図っている。

119 北九州 平成19年8月22日 労災（負傷：輸送機器）
荷捌室へフォークリフト搬
入中に扉が脱落、運転会社
員が負傷

外部点検が終了したフォークリフトを１期荷捌室で搬
入作業中、トラックの荷台が荷捌室の扉を持ち上げ、
扉が外れ、付近で作業を監視していた運転会社員の方
に扉が傾き倒れたため、右目廻りを負傷（休業災害）

フォークリフトの点検は施設内で行うこととした。なお、外部点
検が必要な場合は、扉を事前に取り外すなどの手順を追加した。

発生事業所
関係者に周知し、注意喚起を行うと
ともに、搬入作業では誘導員を配置
し、多重の確認を行っている。

荷降ろし作業等は、作業指揮者を置
き、作業者の動きを監視・指示して
いる。作業者も相互注意、指差呼称
確認により相互の意思疎通に努めて
いる。

搬入作業は複数の人員で行い、指差
呼称を行いながら相互に確認を行っ
ている。

搬入作業は複数の人員で行い、指差
呼称を行いながら相互に確認を行っ
ている。

120 東 京 平成25年6月27日 労災（負傷：輸送機器）
コンデンサ解体設備内のモ
ノレールクレーンに接触し
左足負傷

ケーブル敷設作業中に､モノレールクレーンに接触し､
左足を負傷｡

緊急対策工事の場合も十分作業計画を行うこととし、緊急工事中
の表示やクレーン操作盤への注意喚起表示を行った。ホワイト
ボード等を利用した共通理解の促進、着工前の危険予知の確実な
実施等を行った。

工事業者・運転会社・JESCOの３者に
よる作業内容の事前打合せの徹底、
指差呼称の徹底を実施。

工事着手前に、JESCO、運転会社及び
工事業者の３者で作業前ミーティン
グとＫＹを実施。

発生事業所

工事着手前には、ＪＥＳＣＯ・運転
会社・工事会社で作業指示書の内容
の事前打ち合わせ会議を行い、指示
事項の共有化を図っている。

事前の３者打ち合わせを行うととも
に、作業範囲の電動設備の停止につ
いて二重の札掛けを行うルールを作
成し、運用している。

121 大 阪 平成21年9月18日 労災（負傷：輸送機器）
フォークリフトによる足挟
まれ

西棟屋外で圧縮した廃棄フィルタをフォークリフトに
て運搬し、産廃用コンテナに移す時､運転者と作業者の
確認不足により、作業員の足を前輪でひいた｡

作業前の段取り打ち合わせの徹底、作業合図の徹底等を実施。
作業内容の事前打合せの徹底、指差
呼称の徹底を実施。

傾斜地でのフォークリフト積み下ろ
し作業を原則禁止するとともに、作
業する場合のブレーキ確認や誘導者
の指示を徹底した。

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。荷降ろし作業等は、作業指揮
者を置き、作業者の動きを監視・指
示している。作業者も相互注意、指
差呼称確認により相互の意思疎通に
努めている。

発生事業所

フォークリフトの操作は免状を有す
る者が行っている。また、技能を評
価して、評価結果に応じた作業とし
ている。さらに、作業者に対して
は、フォークリフトが移動・昇降し
ている際に近づかないよう教育して
おり、運転者と作業者がお互いに声
掛けしあうなど注意喚起している。

122 東 京 平成24年7月24日 労災（負傷）
空加熱カゴが台車から落下
し右足首負傷

空の鉄製加熱カゴ(重量105kg)が運搬用台車から落下
し､右足首負傷｡

作業手順、方法変更時の許可ルールや、加熱カゴの運搬作業手
順・方法を明確化した。同作業ではローラー部に傾斜のある台車
の使用を禁止した。台車のストッパーを取り外すタイミングを再
徹底した。その他、始業前点検や再教育、声掛け確認の周知徹底
を行った。

作業手順遵守を徹底し、注意喚起を
行っている。

当該台車はない。手動台車を使用す
る際の類似トラブル防止について注
意喚起を実施している。

発生事業所
台車等の使用時には、確実に荷台の
上部に乗っていることを確認するよ
う関係者に周知している。

台車等の使用時の固縛ルールを再点
検し、注意喚起を行った。

123 大 阪 平成23年11月30日 労災（負傷）
バンドソーにワークをセッ
トする時に腰痛発生

処理物(重量100kg)を動かす際に腰に負担がかかった。
バンドソーを持ち上げるためのバールを備え付け、バールを使っ
た作業手順を教育した。

重量物の取扱いに当たってのクレー
ンの使用等作業手順遵守を徹底し、
注意喚起を行っている。

安全作業基準で20㎏以上の重量物は
持たないこととしており、基準順守
を徹底した。

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。一人作業での重量物の取扱い
は、20kg未満とすることとしてい
る。

発生事業所

関係者に周知し、注意喚起を行って
いる。また、重量物の取扱いについ
ては、適切な道具の使用を原則と
し、道具を使用しない場合は１人あ
たり20kg以下とする禁則事項を設け
ている。

124 大 阪 平成26年3月14日 労災（負傷）
ハンマーの打撃による左中
指末節骨開放骨折及び裂傷

大型トランスの解体作業において、トランス上部に取
り付けてある低圧側ブッシング（碍子）をハンマーで
緩める作業中に誤って自分の左手中指を打撃。左中指
末節骨が開放骨折し、中指先端が裂傷。

大型トランス解体作業は上蓋の周囲を切断しリード線をカットし
た後、上蓋をクレーンで低い位置に降ろしブッシングを取り外す
作業を再度徹底するため、詳細な安全作業マニュアルを作成し、
教育を行った。

作業手順遵守を徹底し、注意喚起を
行っている。

関係者に周知し、注意喚起を行うと
ともに、ＫＹの徹底を図っている。

作業手順を遵守するよう、現場表示
をする等して注意喚起している。

発生事業所
無理な体制でのハンマー作業を禁止
しており、作業手順遵守を徹底して
いる。

125 豊 田 平成20年9月5日 労災（被液）
定期点検中作業員の目に被
液

真空加熱炉の真空ポンプ排気コンデンサ分解清掃中、
排気コンデンサのフランジを割った際にドレン液が作
業員の顔にかかり､一部目に入った｡

液が出る可能性のある作業では防護具の着用を徹底した。真空加
熱エリアの排気配管内にドレン液が溜まらないよう、立上り配管
前及び集合配管後流部にドレンポットを設置、集合配管に勾配を
設けるなど行った。同じエリア・系統での作業状況を常に把握
し、相互に干渉する可能性を考慮して作業させることとした。

当該作業の場合、液有りの想定で、
工事業者・運転会社・JESCO３者での
環境設定に基づく事前打合せと現場
確認を行っている。保護具の着用は
義務付けている。

発生事業所
非定常作業の前には入念な打ち合わ
せをするとともに、KYの徹底を図っ
ている。

工事着手前には、ＪＥＳＣＯ・運転
会社・工事会社で作業指示書の内容
の事前打ち合わせ会議を行い、作作
業指示書の内容を共有するとともに
関係者に険ポイント等を指示し、保
護具の着用を徹底している。

液体が入った配管を取り扱う工事や
作業の際は、ゴーグルを着用する
ルールとしている。なお、非定常作
業前にはJESCO、運転会社及び工事作
業者による詳細な打合せを実施し、
作業場所、連絡方法及び作業手順に
ついて議事録を作成して確認してい
る。

126 東 京 平成18年3月13日 労災（被液）
トランス予備洗浄工程にお
けるPCBを含む洗浄液の被
液

トランス予備洗浄工程でホースを取り外す際、PCB約
1％を含有する洗浄液を被液し左目に付着。（汗をかい
たため、直前に保護メガネを外していた。）

油圧ホース取外し前に可能なら脱圧することとするとともに、保
護メガネ着用を徹底した。

保護具の適切な着用等作業手順遵守
を徹底し、注意喚起を行っている。

レベル３エリア内作業では全面体を
装着することとしており、保護具の
適切な着用等作業手順遵守を徹底し
ている。

発生事業所
作業手順書により保護具の着用を確
実に行っている。

液体が入った配管を取り扱う工事や
作業の際は、ゴーグルを着用する
ルールとしている。

127 東 京 平成19年11月6日 労災（被液）
トランス予備洗浄工程にお
けるPCB絶縁油の被液

粗解体室内の搬送台車上でトランス排油弁にカプラー
接続のためにコネクタをねじ込み接続しようとしたと
ころ、接続部のネジの仕様が逆だったために弁が開
き、PCB絶縁油が作業者2名の左顔に被液。

作業前ミーティングにおける危険予知活動の徹底、保護眼鏡等保
護具着用を確認。併せて逆仕様のネジも想定して作業手順の見直
しを行った。

保護具の適切な着用等作業手順遵守
を徹底し、注意喚起を行っている。

レベル３エリア内作業では全面体を
装着することとしており、保護具の
適切な着用等作業手順遵守を徹底し
ている。また、注意喚起とＫＹの徹
底を図っている。

発生事業所
朝礼で全員へ啓発するとともに、作
業従事者の保護具使用状況に問題が
ないことを確認した。

カプラーをカラーテープで識別し、
誤接続が無いようにしている。万
一、接続ミス等で洗浄液が漏れたと
しても、洗浄工程は全て管理区域レ
ベル３であることから、化学防護服
やエアメット等の保護具を着用して
おり、作業員が被液することはな
い。

128 東 京 平成20年8月17日 労災（被液）
洗浄工程におけるPCBを含
む洗浄液被液

洗浄液ポンプストレーナの清掃時、ストレーナの蓋の
ずれを直すために洗浄液を抜かずにボルトを緩め、洗
浄液が蓋の隙間から飛散して被液。

ストレーナの蓋のズレの手直し作業について手順書に追加し、現
場に注意喚起表示。

ストレーナ清掃作業の作業手順書に
取付方法の重要ポイント（シール材
の確認、固定の確認、漏れチェッ
ク）が明記されていることを確認
し、作業員に対して再教育を行っ
た。

ストレーナ清掃作業の作業手順書に
取付作業の重要ポイントが明記され
ていることを確認し、作業員の再教
育を行った。

発生事業所

朝礼で、作業従事者の保護具使用状
況に問題がないことを確認するとと
もに、作業手順書に沿って実施する
よう指示している。

ストレーナについては型式ごとに清
掃作業手順書を制定し、ずれ防止の
合いマークや必要に応じてトルクレ
ンチを用いる等の締め付け管理を実
施している。また、清掃後の巡視点
検では締め付け状況を確認するルー
ルとなっている。さらに、このよう
な事例を周知し、予定外の操作はし
ないように教育している。

129 東 京 平成21年4月30日 労災（被液）
払い出し作業における洗浄
液の被液

払い出し室において卒業判定合格済みのトランス付属
ラジエターを洗浄カゴから払出し用コンテナに移し替
えていたところ、ラジエター内に残っていた洗浄液が
作業員の作業着（右足ふくらはぎ部）に付着。

洗浄前の切断工程においてスリットを入れるなど、液溜まりがな
いよう切断を行うこととした。

ラジエターは破砕後洗浄するため、
同様の事例は発生しない。

コンデンサの排液用の穴開け強化、
トランスの洗浄カゴ内への詰め方の
工夫により、残液の減量を図ってい
る。また、ＫＹの徹底を図ってい
る。

発生事業所

朝礼で、作業従事者の保護具使用状
況に問題がないことを確認するとと
もに、作業手順書に沿って実施する
よう指示している。非含浸性部材の
解体にあたっては、手順書で穴を開
ける箇所を指定して、液だまりがで
きないようにしている。

非含浸性部材の解体にあたっては、
手順書で穴を開ける箇所を指定し
て、液だまりができないようにして
いる。
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130 東 京 平成23年7月30日 労災（被液）
水熱設備ストレーナ洗浄
ボックスでの苛性ソーダ被
液

ポートグローブに小さな穴が開き､苛性ソーダが腕に付
着｡

ポートグローブの交換基準を定め、作業手順書に反映するととも
に、周辺の清掃等を実施。オートストレーナ設備を導入し、それ
に伴う作業方法へと変更した。劇物該当薬品の取り扱いに係る調
査を行い、酸・アルカリ取扱い要領の再確認、安全教育の実施、
ボイラ用薬注装置の表示等の追加、屋外排水処理施設のタンク蓋
の施錠等を実施した。

該当機器なし。なお、ポートグロー
ブ（1期コンデンサ前処理及び2期プ
ラズマ前処理）は定期的に交換し、
その他のグローブは、使用前に各自
亀裂等チェックを実施している。

該当機器なし。なお、グローブの交
換頻度を定めるとともに、使用に当
たっても異常の有無を確認すること
としている。

発生事業所

ポートグローブを使用した作業はサ
ンプリングボックスのみである。グ
ローブの劣化は扉を開けた際、確認
を行い劣化が認められた場合には直
ちに交換している。

該当機器なし。なお、ポートグロー
ブは使用箇所に応じて期間を定めて
定期的に交換するとともに、使用前
には各自亀裂等のチェックを実施し
ている。

131 東 京 平成23年9月20日 労災（被液）
コンデンサ容器予備洗浄液
のフィルタ洗浄でNSの被液

洗浄室ストレーナ専用グローブボックスにおいて、コ
ンデンサ容器予備洗浄のフィルタ清掃時に洗浄液を被
液。

初めての作業は作業手順書を確認するとともに作業長が立会うこ
とを周知徹底。また、安全作業指示書で明確な作業指示と確認を
励行、作業手順書の不整合箇所の改定、体感型教育・演習の実
施。薬液を使用しない温水洗浄方法を確立し、NSの使用を回避し
た。

該当機器なし。なお、新人が作業を
行う場合には事前研修やグループ長
による評価を行っている。

該当機器なし。なお、新人が作業を
行う場合には事前に研修やグループ
長による評価総括を行うこととして
いる。

発生事業所
洗浄装置フィルター清掃作業手順書
に基づき適正な保護具を着用して作
業を行っている。

該当機器なし。なお、新人が作業を
行う場合には事前研修やグループ長
による評価を行っている。

132 大 阪 平成23年6月16日 労災（被液）
スクラバ液入れ替え時の飛
沫被液

ドラム缶への液抜出作業中のホースが踊って飛沫が顔
にかかった｡

液抜出作業の手順書の徹底（4人で作業を分担）、液抜出作業用
のバルブの位置をホースを持つ作業者の手の届く範囲に変更。

作業手順遵守を徹底し、注意喚起を
行っている。

ホースによるクエンチ水抜き出し作
業があることから、作業前ミーティ
ングとＫＹの徹底を行っている。

作業手順遵守を徹底し、注意喚起を
行っている。

発生事業所

液体が入った配管を取り扱う工事や
作業の際は、ゴーグルを着用する
ルールとしており、作業手順遵守を
徹底している。

133 大 阪 平成26年3月10日 労災（被液）
オフスペック廃木酢液のサ
ンプリング作業で被液

オフスペック廃木酢液槽の内液をドレン口からサンプ
リングする際に、配管が閉塞したため、循環ポンプを
起動して圧力を利用してサンプリングを行おうとした
ところ、内液が噴き出し、被液。

運転会社で定めた作業指示書を発行するルールの順守徹底、サン
プリング配管に詰まりがある場合に作業を中止して上司に報告す
ることの周知、保護具の着用の作業指示書への反映を行った。

作業手順遵守を徹底し、注意喚起を
行っている。報連相の徹底を指示。

当該作業なし。液体物取扱いに当
たって適切な保護具を着用すること
としている。

ラインの閉塞が想定される定常サン
プリング箇所を洗い出し、当該箇所
の作業の際には、液が出ることを想
定して適切な養生をすることとして
いる。

発生事業所

液体が入った配管を取り扱う工事や
作業の際は、ゴーグルを着用する
ルールとしており、作業手順遵守を
徹底している。

134 北海道 平成21年10月7日 労災（被液）
金属管式レベル計清掃作業
における洗浄油の漏洩及び
被液

レベル計開放清掃中に弁を開けたところ、残圧が高
かったことにより洗浄油がレベル計上部から漏洩(約
1L)、一部を被液。

レベル計に接続している槽内の残圧を事前にチェックし、大気圧
以上の場合は圧抜きを行うよう手順書を変更した。

レベル計清掃作業の作業手順書に反
映していることを確認し、作業手順
書どおり作業を実施するよう周知徹
底した。

レベル計清掃作業の作業手順書に残
圧チェック等の内容を反映し、作業
手順書どおり作業を実施するよう周
知徹底した。

内圧のある塔槽類の開放に当たって
は、残圧を確認するよう作業手順書
を修正し、作業手順書どおり作業を
実施するよう周知徹底した。

レベル計清掃作業の作業手順書に反
映していることを確認し、作業手順
書どおり作業を実施するよう周知徹
底した。

発生事業所

135 東 京 平成22年8月16日 労災（熱中症）
変成器抜油作業後の熱中症
の発生

化学防護服を着用して除染室作業実施後に熱中症を発
症。

温度計を見やすい位置に設置し、作業前に冷房設備を起動する手
順とした。

熱中症に対する注意喚起・教育を行
うとともに、作業環境を考慮した作
業員数・工程の確保、こまめな体調
確認・水分・塩分補給確認を行うな
どの対応を強化した。

熱中症に対する注意喚起・教育、KY
の徹底を行うとともに、監督者・作
業者相互の体調確認、室温が高い場
所での作業におけるネッククー
ラー、クールベスト等の使用、熱中
症対策応急キットの各所への配備等
を行っている。

発生事業所

熱中症に対する注意喚起・教育を関
係者全員に行うとともに朝礼で注意
喚起を行い、相互の体調確認、こま
めな水分・塩分補給を行うように周
知した。また、VTR室、中間処理室な
ど、全ての部屋に温度計を設置して
いる。

熱中症対策については産業医の意見
を踏まえ、作業前に当日の体調や前
日までの発熱等を隊長が確認するこ
ととしている。また、WBGT（暑さ指
数）が高い作業場所は作業員の目に
つくところにWBGT計を設置し、WBGT
に応じた作業管理を行っている。な
お、救護室の冷蔵庫に経口補水液
（OS-1）を常備している。
No.139の事象への対応も参照。

136 大 阪 平成22年8月10日 労災（熱中症）
エレベーター点検業者の熱
中症発症による救急搬送

エレベーターの故障復旧作業を行っていた作業員が熱
中症を発症。

入構教育を再度実施するとともに、点検・修理等の2名以上での
作業、現場出入時の運転会社への連絡を徹底した。

同上 同上

熱中症が危惧される作業場について
は冷房を強化し、併せて化学防護服
の中にクーレットを装着出来る様に
施設整備と治具を配置した。また、
スポットクーラーを増設するととも
に、クールダウンハウスを高温とな
る液処理施設隣に設置し、テント内
にエアコン及び扇風機を備えた。

発生事業所 同上

137 大 阪 平成23年8月23日 労災（熱中症） 工事中に熱中症を発症
保護マスク装着作業に不慣れであったため、熱中症を
発症した。

熱中症に対する注意喚起・教育を行うとともに、作業環境を考慮
した作業員数・工程の確保、こまめな体調確認・水分・塩分補給
確認を行うなどの対応を強化した。

同上 同上 同上 発生事業所 同上

138 大 阪 平成24年8月23日 労災（熱中症） 定検作業中に熱中症発症
作業員が休憩後に作業に戻ったところ､腰から背中にか
けて痙攣を発症｡

1回あたりの作業時間の短縮化、水分補給、体調管理及び不良時
の現場監督への連絡、休息室の設置を行った。

同上 同上 同上 発生事業所 同上

139 北海道 平成23年8月27日 労災（熱中症）
解体作業員の軽度熱中症の
発症

体調不良状態で遮蔽フード内作業に従事したため、軽
度熱中症を発症した。（微傷災害）

産業医の意見を踏まえ、作業前の体調確認においてチェック項目
を増やすこととした。

同上 同上 同上

熱中症対策について、No.136～138の
事象への対応を参照。また、夏場作
業前の体調確認を徹底するととも
に、ウォータークーラーの増設を
行った。

発生事業所

140 大 阪 平成19年1月25日
排水管理目標値等超過又はそ
のおそれ（PCB）

汚水中PCBの自主管理目標
値超過

定検作業時､工事作業者の手洗い時にPCBが混入し､東棟
汚水排水中のPCB濃度が約0.001mg/L程度と自主管理目
標値（0.0005mg/L）を超過｡

保護具の適正使用について再度周知するとともに、手洗い排水を
ポリタンクに一時貯留し、自主管理目標値を満たすことを確認す
る手順を追加。また、活性炭吸着装置を通じて排水する手洗い設
備を新設した。

排水中のPCBについて、これまで自主
管理目標値を超過したことはない。

排水中のPCBについて、これまで管理
目標値を超過したことはない。

排水中のPCBについて、No.2の事象へ
の対応参照。その後、自主管理目標
値を超過したことはない。

発生事業所
排水中のPCBについて、これまで自主
管理目標値を超過したことはない。

141 東 京
平成24年8月8日

（9月20日判明）
排水管理目標値等超過又はそ
のおそれ（DXN）

排水中DXNs分析結果の自主
管理目標値超過

敷地内の最終放流枡における排水サンプリング分析結
果､協定に基づくダイオキシン類の自主管理目標値5pg-
TEQ/Lを超える5.6pg-TEQ/Lであったことが判明｡

用役排水ろ過機の活性炭を交換。冷却塔のフィルターの運転を停
止。排水のSS分析による監視強化を行った。また、冷却塔の冷却
水の管理を強化する（清掃の実施、夏期の冷却水ブロー量増量、
夏期の監視の強化）とともに、用役排水槽の排水の管理を強化し
た（清掃の実施、監視の強化）。

排水中のダイオキシン類について、
これまで自主管理目標値を超過した
ことはない。

排水中のダイオキシン類について、
これまで管理目標値を超過したこと
はない。

発生事業所

排水中のダイオキシン類について
は、No.142の事象への対応参照。排
気中のダイオキシン類については、
No.149、No.150の事象への対応参
照。その後、管理目標値を超過した
ことはない。

排水中のダイオキシン類について、
これまで自主管理目標値を超過した
ことはない。

142 大 阪

平成20年3月下旬
（4月22日判明）／

平成20年3月26日
（4月25日判明）

排水管理目標値等超過又はそ
のおそれ（DXN）／
排気管理目標値等超過又はそ
のおそれ（DXN）

ダイオキシン類の排水中濃
度の維持管理値等超過／排
気中濃度の自主管理目標値
超過

東棟の汚水排水1検体のダイオキシン類濃度が13pg-
TEQ/Lと維持管理値（10pg-TEQ/L）を超過｡また､雨水排
水東西各1検体ずつが自主管理目標値（5pg-TEQ/L）を
超過｡また、東棟の脱気槽ベントガスA系のダイオキシ

ン類濃度が0.12ng-TEQ/m
3
と自主管理目標値（0.1ng-

TEQ/m
3
）を超過。

汚水排水口に活性炭を設置。雨水については油水分離槽に活性炭
を設置するとともに、作業員の靴の管理を徹底。排気について
は、低沸蒸留塔の運転温度管理によるベンゼン対策を通じた活性
炭吸着機能の保持及びスクラバーオイル・活性炭の管理強化等を
実施した。

排水中及び排気中のダイオキシン類
について、これまで自主管理目標値
を超過したことはない。

排水中及び排気中のダイオキシン類
について、これまで管理目標値を超
過したことはない。

排水中のダイオキシン類について
は、No.141の事象への対応参照。
排気中のダイオキシン類について
は、これまで自主管理目標値を超過
したことはない。

発生事業所
排水中及び排気中のダイオキシン類
について、これまで自主管理目標値
を超過したことはない。

143 東 京 平成20年8月13日
排水管理目標値等超過又はそ
のおそれ（窒素等）

排水中の窒素含有量の下水
道排除基準超過

低濃度処理施設のPCB分解工程で使用する薬剤
DMI(C5H10N2O。1,3ｼﾞﾒﾁﾙ2ｲﾐﾀﾞｿﾞﾘｼﾞﾉﾝ)が原因で､排水中

窒素含有量が140mg/Lと下水道排除基準（120mg/L）を
超過｡

低濃度処理施設の排水処理において粉末活性炭注入量を増量。 工程排水なし。
排水中の窒素含有量について、排水
基準値を遵守していることを確認し
ている。

発生事業所

トイレ等の雑排水は、直接下水へ放
流しており、系から出る排水（ほと
んど出ない）は、貯留・分析後放流
している。

No.145参照

144 北海道
平成21年3月17日
（4月8日判明）

排水管理目標値等超過又はそ
のおそれ（窒素等）

浄化槽処理水のBOD、全窒
素及び全燐の排出管理目標
値超過のおそれ

浄化槽の送気ブロワの停止等に伴う浄化槽内の微生物
活動の停滞等により、BOD、全窒素及び全燐濃度が管理
目標値（20㎎/L、60㎎/L、8mg/L）に近い値となった
（17mg/L、56mg/L、6.8mg/L）。

保守点検頻度の増加、日常巡視点検対象へのブロワ運転状況等の
追加、保守点検会社の再教育、冬季保温工事（断熱材、ヒーター
の設置）、浄化槽増設を行った。

該当設備なし。

毎週、ＣＯＤを測定し、浄化槽処理
水の水質を管理している。浄化槽排
水中のBOD、窒素、燐等については、
管理目標値を超過したことはない。
保守点検業者が毎月浄化槽の点検・
保守を実施している。

該当設備なし。 該当設備なし。 発生事業所

145 北海道 平成23年9月28日
排水管理目標値等超過又はそ
のおそれ（窒素等）

浄化槽排水全窒素の排出管
理目標値（日間平均）の超
過

生活排水を処理する浄化槽の活性汚泥の管理条件に不
具合があり、全窒素濃度が協定値(日平均30mg/L）を超
過（同34mg/L）した。

薬剤の適量自動供給、毎週の全窒素濃度の測定(JIS)、過剰な汚
泥の引抜強化など管理方法を改善した。なお、対策完了まで浄化
槽処理水の放流を停止した。

該当設備なし。 No.144参照 該当設備なし。 該当設備なし。 発生事業所

146 東 京 平成19年2月1日
排水管理目標値等超過又はそ
のおそれ（pH）

pHの高いボイラ水の排水処
理設備への流入

排水弁の故障により、電気ボイラのブロー排水（pH10
～12）が一時的に多量に排水中和槽に流入し、高pH警
報が発報｡手動による硫酸中和後に排水ポンプを停止す
るまでの間、高pH排水が下水道へ排出した可能性あり｡

排水弁を交換するとともに、pH計とポンプを連携させ自動停止す
る等の設備改善を実施。

プロセス排水はない。ボイラー等の
ブロー水はpH調整し、生活雑排水と
合流させ公共下水に放流している
が、pH計を設置し排水を制御してい
る。引き続きpH計等の関連機器の保
守・点検に努める。

該当設備なし。 発生事業所
ボイラーのアルカリ排水はpＨを調整
した後、下水へ放流している。

工程内の排水が直接施設外に出るよ
うな配管はない。

147 東 京 平成21年4月14日
排水管理目標値等超過又はそ
のおそれ（亜鉛）

排水中の亜鉛の下水道排除
基準超過

プラント用冷却水に使用している配管腐食対策用の亜
鉛を含む薬剤により、4/14の排水モニタリング中の亜
鉛が2.2㎎/Lと下水道法排除基準（2mg/L）を超過｡

亜鉛濃度の低い防食剤に変更。さらに、冷却ブロー水の亜鉛濃度
の管理値を強化し、亜鉛濃度測定頻度を増加した。

工程排水なし。 管理対象でない。 発生事業所 管理対象でない。 管理対象でない。

148 東 京 平成23年8月10日
排水管理目標値等超過又はそ
のおそれ（亜鉛）

亜鉛(Zn)下水排除基準の超
過

冷却水を含む排水を下水道へ放流する時に亜鉛濃度の
高い沈殿物を巻き込み排除基準値(2mg/L)を超える濃度
となった(2.3mg/L)｡

冷却水の殺藻剤を変更し亜鉛源を断った。 工程排水なし。 管理対象でない。 発生事業所 管理対象でない。 管理対象でない。



No 事業名 発生年月日 事象 件 名 概 要 発生事業所での対応 北九州事業所での対応 豊田事業所での対応 東京事業所での対応 大阪事業所での対応 北海道事業所での対応

149 大 阪 平成22年10月1日
排気管理目標値等超過又はそ
のおそれ（DXN）

脱気槽ベントガスのDXNs濃
度の自主管理目標値超過

東棟脱気槽ベントガスＡ系のDXNs濃度が自主管理目標
値を超過。

排気処理系の配管等の内部を洗浄。脱気槽ベントガスの内部測定
を追加し、排気中PCB濃度の管理を強化。活性炭吸着槽を増強。

排気中のダイオキシン類について、
これまで自主管理目標値を超過した
ことはない。

排気中のダイオキシン類について、
これまで管理目標値を超過したこと
はない。

該当設備なし。 発生事業所
排気中のダイオキシン類について、
これまで自主管理目標値を超過した
ことはない。

150 大 阪
平成23年12月16日
（1月30日判明）

排気管理目標値等超過又はそ
のおそれ（DXN）

排出源モニタリングにおけ
るDXNs濃度の自主管理目標
値超過

処理施設東棟の排ガスサンプリング結果､高濃度ベント
ガス系列排気口の測定値が自主管理目標値(0.1ng-

TEQ/Nm
3
)を超える0.32ng-TEQ/Nm

3
であったことが判明｡

配管等の内部を洗浄。活性炭、スクラバーオイル及びシールポッ
ト水を交換。

排気中のダイオキシン類について、
これまで自主管理目標値を超過した
ことはない。

排気中のダイオキシン類について、
これまで管理目標値を超過したこと
はない。

排気中のダイオキシン類について、
これまで自主管理目標値を超過した
ことはない。

発生事業所
排気中のダイオキシン類について、
これまで自主管理目標値を超過した
ことはない。

151 北九州 平成20年8月12日
排気管理目標値等超過又はそ
のおそれ（ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、塩化水素
等）

排気中ベンゼン濃度の自主
管理目標値超過

トランス油の処理量増加に伴いトリクロロベンゼン由
来のベンゼン量が増加し、吸収塔及び活性炭吸着能力
を超えたため、１期液処理排気中のベンゼンが、自主

管理目標値（50mg/Nm
3
）を超えた120mg/Nm

3
であった。

①吸収塔の吸収液の交換頻度を上げた、②排気系統に活性炭吸着
槽を増設した。なお、２期施設稼働後は、トランス油中のトリク
ロロベンゼンを事前回収したため、ベンゼン発生負荷の抜本的低
減対策となった。

発生事業所
No.69及びNo.152の事象への対応参
照。

管理対象でない。
No.154、No.155、No.156、No.157の
事象への対応参照。

排気中のベンゼンについて、これま
で自主管理目標値を超過したことは
ない。

152 豊 田 平成19年1月30日
排気管理目標値等超過又はそ
のおそれ（ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、塩化水素
等）

液処理排気のベンゼン濃度
協定値超過

活性炭の性能低下により、液処理の後処理槽からの排
気中のベンゼンが豊田市との協定値を超過(分析値

71mg/Nm
3
､協定値50mg/Nm

3
)｡

従来の月1回の排気ベンゼン濃度測定に替えて、週1回活性炭吸着
槽の入口、中間、出口のベンゼン濃度を測定するとともに、中間
濃度に着目して活性炭の管理を行うこととした。また、活性炭
カートリッジ交換時にはリーク試験を実施することにより、気密
性や活性炭の充填状況の確認を実施。

No.151の事象への対応参照。その
後、自主管理目標値を超過したこと
はない。

発生事業所 管理対象でない。
No.154、No.155、No.156、No.157の
事象への対応参照。

排気中のベンゼンについて、これま
で自主管理目標値を超過したことは
ない。

153 大 阪 平成19年4月18日
排気管理目標値等超過又はそ
のおそれ（ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、塩化水素
等）

塩化水素、窒素化合物の自
主管理目標値超過

塩化水素の分析方法がイオンクロマト分析であったた
め､ガス状以外の塩素イオンを検出し、塩酸ベントガス
A系・水素ガスベントA系における排ガス中の塩化水素
濃度が0.7ppm、1.1ppmと自主管理目標値（0.61ppm）を
超過。
ボイラー排ガス中の窒素酸化物濃度が67ppmと、自主管
理目標値（60ppm）を超過｡

活性炭の交換やボイラーの調整を行った上で再分析を行い、自主
管理目標値以内の値となることを確認した。

プラズマ溶融炉排ガス中の塩化水素
及び窒素化合物について、これまで
自主管理目標値を超過したことはな
い。

塩化水素については、管理対象でな
い。
熱媒ボイラー排ガス中の窒素酸化物
については、これまで基準値を超過
したことはない。

管理対象でない。 発生事業所
排気中の窒素化合物及び塩化水素に
ついて、これまで基準値を超過した
ことはない。

154 大 阪
平成20年3月7日

平成20年4月25日

排気管理目標値等超過又はそ
のおそれ（ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、塩化水素
等）

排気中ベンゼン、塩化水素
の自主管理目標値超過

東棟水素ガスベントA系・B系、塩酸ベントガスA系、蒸
留設備ベントガスA系・B系において、排気中ベンゼン

濃度が0.6～450㎎/Nm
3
と自主管理目標値（0.35mg/Nm

3
）

を超過。西棟TCB分離装置及び東棟塩酸ベントガスA系
において排気中塩化水素濃度が0.93～200ppmと自主管
理目標値（0.61ppm）を超過。

アルカリスクラバーのスクラバー液及び活性炭を交換するととも
に、TCB蒸留分離装置での蒸留温度の管理により、クロロベンゼ
ン濃度及び塩化水素濃度を低減することとした。

ベンゼンについてはNo.151の事象へ
の対応参照。その後、自主管理目標
値を超過したことはない。
塩化水素については、これまで自主
管理目標値を超過したことはない。

ベンゼンについては、No.69及び
No.152の事象への対応参照。
塩化水素については、管理対象でな
い。

管理対象でない。 発生事業所

排気中の窒素化合物及び塩化水素に
ついて、これまで基準値を超過した
ことはない。

155 大 阪
平成21年12月21日

平成22年1月7日

排気管理目標値等超過又はそ
のおそれ（ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、塩化水素
等）

塩酸ベントＡ系排気ベンゼ
ンの自主管理目標値超過

東棟塩酸ベントA系の排気中ベンゼン濃度が
0.59mg/m3(2回測定平均)と自主管理目標値
（0.35mg/m3）を超過｡

外部分析業者の分析と内部分析を同一試料で行い、測定結果を確
認するとともに、自主管理目標値を超過した場合には活性炭の交
換を実施。

No.151の事象への対応参照。その
後、自主管理目標値を超過したこと
はない。

No.69及びNo.152の事象への対応参
照。

管理対象でない。 発生事業所
排気中のベンゼンについて、これま
で自主管理目標値を超過したことは
ない。

156 大 阪 平成21年3月4日/27日
排気管理目標値等超過又はそ
のおそれ（ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、塩化水素
等）

排気中ベンゼン、塩化水
素、ばいじんの自主管理目
標値超過

東棟塩酸ベントガスA系､蒸留設備ベントガスA系におけ

る排気中ベンゼン濃度が0.44～2.1㎎/Nm
3
と自主管理目

標値（0.35mg/Nm
3
）を超過｡東棟水素ベントA･B系､塩酸

ベントガスA･B系､蒸留設備ベントガスA･B系及び西棟
TCB分離装置における排気中塩化水素濃度が0.7～
4.7ppmと自主管理目標値（0.61ppm）を超過。東棟ボイ

ラーのばいじん濃度が0.003g/Nm
3
と自主管理目標値

（Trace）を超過。

ベンゼンについては、外部分析業者の分析と内部分析を同一試料
で行い、測定結果を確認するとともに、自主管理目標値を超過し
た場合には活性炭の交換を実施。塩化水素については、スクラ
バーオイルの交換及びアルカリスクラバー液のpH管理を実施。ば
いじんについては、空気比の調整を行った。

ベンゼンについてはNo.151の事象へ
の対応参照。その後、自主管理目標
値を超過したことはない。
プラズマ溶融炉排ガス中の塩化水素
及びばいじんについては、これまで
自主管理目標値を超過したことはな
い。

ベンゼンについては、No.69及び
No.152の事象への対応参照。
塩化水素については、管理対象でな
い。
熱媒ボイラー排ガス中のばいじんに
ついては、これまで基準値を超過し
たことはない。

管理対象でない。 発生事業所

排気中のベンゼン、ばいじん及び塩
化水素については、これまで自主管
理目標値を超過したことはない。塩
化水素は、管理対象でない。

157 大 阪
平成25年7月16,17,22日

(9月6日判明)

排気管理目標値等超過又はそ
のおそれ（ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、塩化水素
等）

排出源モニタリングにおけ
るベンゼン濃度の自主管理
目標値超過

排ガスサンプリング結果､①蒸留設備ベントガスＡ系

(0.50mg/Nm
3
)②塩酸ベントガスＢ系(0.36mg/Nm

3
)③水素

ガスベントＢ系(0.69mg/Nm
3
)のベンゼン濃度が自主管

理目標値0.35mg/Nm
3
を超えていたことが判明｡

外部分析業者の分析と内部分析を同一試料で行い、測定結果を確
認するとともに、自主管理目標値を超過した場合には活性炭の交
換を実施。

No.151の事象への対応参照。その
後、自主管理目標値を超過したこと
はない。

No.69及びNo.152の事象への対応参
照。

管理対象でない。 発生事業所
排気中のベンゼンについて、これま
で自主管理目標値を超過したことは
ない。

158 北九州 平成18年2月28日
排気管理目標値等超過又はそ
のおそれ（ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ）

真空加熱分離系排気のアセ
トアルデヒド管理目標値超
過

吸着剤の充填不具合による偏流等により、１期VTR排気
の悪臭物質（アセトアルデヒド）が、管理目標値
（0.05ppm）を超えた0.17ppmであった。

吸着剤充填要領の見直しと使用前処理工程の改善を実施した。 発生事業所
排気中のアセトアルデヒドについて
は、稼働後の排気測定で検出されな
いことを確認した。

管理対象でない。 No.159の事象への対応参照。
排気中のアセトアルデヒドについ
て、これまで自主管理目標値を超過
したことはない。

159 大 阪 平成21年8月28日
排気管理目標値等超過又はそ
のおそれ（ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ）

排気中アセトアルデヒドの
自主管理目標値超過

活性炭吸着性能劣化等により､真空加熱処理装置の集合
排出口でアセトアルデヒド濃度が4.1ppmと、自主管理
目標値（0.1ppm）を超過｡

活性炭への水分吸着を防止するため、常圧凝縮器の水分除去性能
を保持できるよう回収溶媒中のビフェニル濃度の管理値を強化。
アセトアルデヒドの吸着性能が高まるよう活性炭の混合比率を変
更。アセトアルデヒド濃度の測定・分析頻度を増加。

No.158の事象への対応参照。その
後、自主管理目標値を超過したこと
はない。

排気中のアセトアルデヒドについて
は、稼働後の排気測定で非検出であ
ることを確認している。

管理対象でない。 発生事業所
排気中のアセトアルデヒドについ
て、これまで自主管理目標値を超過
したことはない。

160 東 京 平成21年8月11日
排気管理目標値等超過又はそ
のおそれ（IPA）

排気中イソプロピルアル
コール（IPA）の環境保全
協定値超過

有機溶剤処理装置及び排気処理装置の活性炭の劣化等
が原因で､洗浄系排気中のIPA濃度が50ppmと協定値
（40ppm）を超過｡

活性炭を交換した。有機溶剤処理装置ドレン配管からの排気系へ
のIPA混入防止のため排気ダクトと切り離した。また、排気処理
装置については活性炭層厚偏在を防ぐため、蒸気量及び風量を再
調整した。

管理対象でない。 管理対象でない。 発生事業所 管理対象でない。 管理対象でない。

161 東 京 平成19年4月24日
排気管理目標値等超過
ｵﾝﾗｲﾝﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞによるｲﾝﾀｰﾛｯｸ

水熱分解処理設備の自動停
止

水熱分解反応器底の残渣物を抜き出す際、残渣物を含
む高温の液も抜き出されタンク内温度が急激に上昇し
たことから、突沸によりPCBガスが排出され、インター
ロック装置が作動。

急激な液温度上昇を防止するため、残渣物抜出量を制限するとと
もに、PCBを含む蒸気が流入した場合に水を潜らせるよう接続管
を気泡塔内の液面下部まで延長。

従前から、セーフティネット活性炭
（SN）入口で常時監視し、管理目標
値の半分を超過すると集中監視、管
理目標値超過が継続すれば施設運転
停止を検討する。なお、SN出口のオ
フライン測定を同時に実施し、外部
への影響がないことを確認してい
る。

従前から、セーフティネット活性炭
吸着装置入口で常時監視を実施。10
μgを超えた時間が１時間以上継続し
た場合は、他の排気系との交互測定
に切り替えるとともに、排気ガラリ
等でオフラインサンプリングを実施
し、対応を運転会社と協議する。ま
た、毎月1回活性炭吸着装置の入口、
中間、出口でオフラインサンプリン
グを実施し、中間の値が管理目標値
の１／２の濃度となった場合には活
性炭を交換する。

発生事業所

セーフティネット活性炭（SN）入口
で監視。管理目標値を超過すると集
中監視、管理目標値超過が継続すれ
ば施設運転停止を検討する。SN出口
のオフライン測定を同時に実施し、
外部への影響がないことを確認して
いる。

セーフティネット活性炭（SN）入口
で常時監視し、排出管理目標値の80%
を超過した場合は集中監視すること
としている。また、維持管理基準値
の80%（排出管理目標値の8倍）を超
過するとインターロックが作動し、
他エリアの排気処理設備手前に自動
的にバイパスして排気処理を行う。
その場合、SN出口のオフライン測定
を実施し、外部への影響がないこと
を確認する。

162 東 京 平成20年1月26日
排気管理目標値等超過
ｵﾝﾗｲﾝﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞによるｲﾝﾀｰﾛｯｸ

水熱分解処理設備残渣物抜
き出し工程における安全弁
作動

水熱分解反応器底の残渣物を抜き出す際、抜出タンク
の安全弁のシール部劣化により安全弁が設定圧以下で
作動し、セーフティネット活性炭の中間部に設置して
いるオンラインモニタリング装置でPCB濃度が管理目標
値を超過。

安全弁のシール部の材質を強化した。 同上 同上 発生事業所 同上 同上

163 東 京 平成21年11月21日
排気管理目標値等超過
ｵﾝﾗｲﾝﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞによるｲﾝﾀｰﾛｯｸ

3階前処理系局所排気PCB濃
度の上昇

前処理系の局所排気において､セーフティネット活性炭
の中間部に設置しているオンラインモニタリング装置
でPCB濃度が管理目標値を超過｡

オイルスクラバー油のカスケード運用、オイルスクラバー充填材
の高効率品への交換、活性炭槽の改善を行った。

同上 同上 発生事業所 同上 同上

164 東 京 平成22年2月10日
排気管理目標値等超過
ｵﾝﾗｲﾝﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞによるｲﾝﾀｰﾛｯｸ

3階コンデンサ解体・破砕
機局所排気のPCB濃度高に
ついて

同上 同上 発生事業所 同上 同上

165 東 京 平成22年2月11日
排気管理目標値等超過
ｵﾝﾗｲﾝﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞによるｲﾝﾀｰﾛｯｸ

コンデンサGB系局所排気
(局排6）PCB濃度上昇トラ
ブル

同上 同上 発生事業所 同上 同上

166 東 京 平成22年8月15日
排気管理目標値等超過
ｵﾝﾗｲﾝﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞによるｲﾝﾀｰﾛｯｸ

トランス予備洗浄系排気の
PCB濃度上昇

トランス予備洗浄系排気のセーフティネット活性炭入
口にあるオンラインモニタリング装置においてPCB濃度
が管理目標値を超過。外部への影響は無かったことを
オフライン分析より確認｡

トランス予備洗浄系排気系に接続されている除染室抜油系統から
の排気を抑制するため、抜油作業時に別系の抜油ポンプを使用す
ることとした。また、活性炭槽を交換した。

同上 同上 発生事業所 同上 同上

167 東 京 平成22年12月21日
排気管理目標値等超過
ｵﾝﾗｲﾝﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞによるｲﾝﾀｰﾛｯｸ

トランス破砕系局所排気
PCB濃度高高

活性炭の性能低下によるPCB濃度上昇の為､インター
ロックが作動｡

活性炭の積み増しと交換を実施した。 同上 同上 発生事業所 同上 同上

168 東 京 平成23年1月9日
排気管理目標値等超過
ｵﾝﾗｲﾝﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞによるｲﾝﾀｰﾛｯｸ

コンデンサ破砕系局所排気
PCB濃度高高

活性炭の性能低下によるPCB濃度上昇の為､インター
ロックが作動｡

活性炭の積み増しと交換を実施した。粉じん除去装置のフィル
ターを交換した。

同上 同上 発生事業所 同上 同上

169 東 京 平成23年2月20日
排気管理目標値等超過
ｵﾝﾗｲﾝﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞによるｲﾝﾀｰﾛｯｸ

コンデンサ破砕系局所排気
PCB濃度高高

活性炭の性能低下によるPCB濃度上昇の為､インター
ロックが作動｡

活性炭の積み増しと交換を実施した。粉じん除去装置のフィル
ターを交換した。

同上 同上 発生事業所 同上 同上

前処理系の局所排気において、セーフティネット活性
炭の中間部に設置しているオンラインモニタリング装
置でPCB濃度が管理目標値を超過。外部への影響は無
かったことをオフライン分析により確認。

オイルスクラバー油のカスケード運用、オイルスクラバー充填材
の高効率品への交換、活性炭槽の改善を行った。
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170 東 京 平成23年2月22日
排気管理目標値等超過
ｵﾝﾗｲﾝﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞによるｲﾝﾀｰﾛｯｸ

コンデンサ解体GB系統排気
PCB濃度高高

活性炭の性能低下によるPCB濃度上昇の為､インター
ロックが作動｡

活性炭の積み増しと交換を実施した。 同上 同上 発生事業所 同上 同上

171 東 京 平成23年3月26日
排気管理目標値等超過
ｵﾝﾗｲﾝﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞによるｲﾝﾀｰﾛｯｸ

コンデンサ破砕系局所排気
PCB濃度高高

シール用窒素ガスの流量超過により活性炭負荷上昇の
結果､PCB濃度上昇の為インターロック作動｡

点検後の立上げ時の立会い確認の徹底、窒素ガス流入量の誤操作
防止対策（インターロックの追加等）を行うとともに、排気先変
更等の改造を実施。

同上 同上 発生事業所 同上 同上

172 東 京 平成23年7月7日
排気管理目標値等超過
ｵﾝﾗｲﾝﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞによるｲﾝﾀｰﾛｯｸ

コンデンサ破砕系局所排気
PCB濃度高高

コイル切断時に高濃度のPCBガスが発生し､PCB濃度上昇
の為､インターロックが作動｡

小型帯鋸盤の排気を自立型活性炭槽を経てコンデンサGB系に排気
させるよう改造した。比較的濃度の高いエリアの排気をコンデン
サGB系及びコンデンサ予備洗浄系に接続した。

同上 同上 発生事業所 同上 同上

173 東 京 平成23年9月27日
排気管理目標値等超過
ｵﾝﾗｲﾝﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞによるｲﾝﾀｰﾛｯｸ

コンデンサ破砕系局所排気
PCB濃度高高

活性炭の性能低下によるPCB濃度上昇の為インターロッ
クが作動｡

活性炭を交換した。また、活性炭量を増量した。 同上 同上 発生事業所 同上 同上

174 東 京 平成24年2月29日
排気管理目標値等超過
ｵﾝﾗｲﾝﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞによるｲﾝﾀｰﾛｯｸ

コンデンサ予備洗浄系統排
気オンラインモニタリング
PCB濃度高高

活性炭の性能低下によるPCB濃度上昇の為インターロッ
クが作動｡

活性炭への洗浄溶剤付着を避けるため、NS溶剤回収装置の改善工
事を実施。

同上 同上 発生事業所 同上 同上

175 東 京 平成24年4月19日
排気管理目標値等超過
ｵﾝﾗｲﾝﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞによるｲﾝﾀｰﾛｯｸ

コンデンサ破砕排気オンラ
インモニタリングPCB濃度
高高

サンダーを使用して鉄板に付着した紙の除去作業中､高
濃度PCBガスが発生した為インターロックが作動｡

トランス部品の解体作業時のサンダー使用を禁止した。紙等付着
物の除去が困難な場合は作業方法を協議することとした。また、
活性炭槽を増設した。

同上 同上 発生事業所 同上 同上

176 東 京 平成24年8月23日
排気管理目標値等超過
ｵﾝﾗｲﾝﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞによるｲﾝﾀｰﾛｯｸ

コンデンサGB系排気オンラ
インモニタリングPCB濃度
高高

コイル破砕時に高濃度PCBガスが発生､当該活性炭の破
過時間が短縮した為インターロックが作動｡

鉄心コイル破砕ブースの排気ラインに活性炭槽を追加した。 同上 同上 発生事業所 同上 同上

177 東 京 平成24年10月30日
排気管理目標値等超過
ｵﾝﾗｲﾝﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞによるｲﾝﾀｰﾛｯｸ

コンデンサ破砕排気オンラ
インモニタリングPCB濃度
高高

木材破砕機から高濃度PCBガスが発生した為インター
ロックが作動｡

木材破砕機の排気先をコンデンサ予備洗浄系に変更。活性炭を交
換するとともに、交換目安を再検討した。

同上 同上 発生事業所 同上 同上

178 東 京 平成24年11月16日
排気管理目標値等超過
ｵﾝﾗｲﾝﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞによるｲﾝﾀｰﾛｯｸ

コンデンサ破砕排気オンラ
インモニタリングPCB濃度
高高

鉄心ブロックをセーバーソーで切断時に高濃度PCBガス
が発生した為インターロックが作動｡

専用冶具を使用した鉄心ブロック解体方法に変更した。当該作業
を行っていたグリッド換気台排気ラインに小型活性炭槽を追加し
た。

同上 同上 発生事業所 同上 同上

179 東 京 平成25年2月14日
排気管理目標値等超過
ｵﾝﾗｲﾝﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞによるｲﾝﾀｰﾛｯｸ

トランス破砕系局所排気オ
ンラインモニタリングPCB
濃度高高

超大型トランスを大型五面加工機で切断時に高濃度PCB
ガスが発生した為インターロックが作動｡

活性炭を交換した。切削時の温度を監視することとし、温度上限
の設定、エンドミル切削部を冷却するエアー冷却装置を導入し
た。さらに、濃度を低減するため、排気チャンバー室を設置し
た。

同上 同上 発生事業所 同上 同上

180 東 京 平成25年11月23日
排気管理目標値等超過
ｵﾝﾗｲﾝﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞによるｲﾝﾀｰﾛｯｸ

トランス破砕系局所排気オ
ンラインモニタリングPCB
濃度高高

中型トランス付属の窒素タンクをセーバーソーで切断
時に高濃度PCBガスが発生した為インターロックが作
動｡

活性炭を交換した。窒素タンク等の付属品でトランス本体の予備
洗浄時に洗浄できない箇所は、予備洗浄後に液張り・液抜きを行
うよう作業手順に明記した。

同上 同上 発生事業所 同上 同上

181 東 京 平成26年7月24日
排気管理目標値等超過
ｵﾝﾗｲﾝﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞによるｲﾝﾀｰﾛｯｸ

排気系統におけるPCB濃度
高高

木材破砕装置において、トランスのコアに含まれる木
材やプレスボードの処理時に高濃度PCBガスが発生した
為インターロックが作動。

木材破砕装置の排気処理先を排ガス処理能力の高い系統へ変更す
るとともに、同系統に接続する前段で小型の活性炭フィルタを追
設した。木材破砕処理の処理時間を1時間以内とし、装置停止設
定温度を70℃から50℃に変更し50℃度未満で運用することとし
た。

同上 同上 発生事業所 同上 同上

182 北九州 平成19年7月25日 その他（小火等）
グローブボックス内でコン
デンサ素子切断中に火花発
生

１期グローブボックス室でコンデンサ素子の切断中、
刃の交換時期に近いカッターを使用して素子を２段重
ねで切断したことに伴う摩擦熱により、切断面から火
花が発生。

カッター刃の交換基準見直し及び素子の切断厚さの見直しを実施
し、切断時の監視強化を図った。

発生事業所
ギロチン切断を実施しており、火花
の発生はない。

ギロチン切断を実施しており、火花
の発生はない。

コンデンサはカッターによる切断を
せずに直接VTRへ送り込むため、火花
は発生しない。

火花が頻繁に発生する箇所は、切断
速度の低減や切断刃の交換頻度を高
めるなどの対策を講じている。

183 北九州 平成21年8月8日 その他（小火等）
2期 処理施設プラズマ溶融
分解設備活性炭吸着塔の火
災

プラズマ分解設備ドラム缶投入室で投入室内が炉より
も負圧となり、高温ガスが投入室へ逆流し、活性炭吸
着塔まで達したため、投入室内のペール缶の内容物、
吸着塔内のスポンジや塗装面に着火。

①分解炉内からドラム缶投入室への高温ガス逆流防止のための設
備及びシステム改造を実施、②活性炭吸着塔の着火防止のためス
ポンジを使用しないこととした。

発生事業所 該当設備なし。 該当設備なし。 該当設備なし。
増設施設の設計に反映し、測定計器
や機器の多重化より対応している。

184 豊 田 平成18年11月13日 その他（小火等）
分析待ち室における真空加
熱カゴ内で素子の燻り

分析待ち室において、真空加熱後の加熱カゴ内の素子
(紙)の一部が冷却されていなかったために燻り､火報が
作動｡

素子の放熱性を高めるため圧縮度を抑えるとともに、素子内部温
度を管理するための作業手順や素子温度が高い場合の作業手順を
明確化。

真空加熱分離処理では、紙等は炭化
され、可燃成分はない。なお、真空
加熱分離炉内温度５０℃以下で処理
物を取り出す。

発生事業所

真空加熱炉は、60℃以下で処理物を
取り出す。60℃以下にならないと扉
が開かないようにインターロックが
かかっている。

真空加熱分離処理では、紙等は炭化
され、可燃成分はない。なお、真空
加熱分離炉内温度が常温まで低下し
て処理物が取り出せるようにシーケ
ンス制御が組み込まれている。

真空加熱カゴの内部温度も測定し、
残留熱がないことを確認してから搬
出している。

185 大 阪 平成24年3月14日 その他（小火等）
車載トランス粗解体中に小
火の発生

トランス筐体の切断時に発生する火花が内部に残留し
ていた油に着火｡消火器にて直ちに消火｡

切削異常音を聞き取れるよう集音マイク・スピーカーを設置。刃
の損傷による異常発熱を検知できるよう温度監視を導入。摩耗に
強いエンドミルを導入。

切断条件及び工具管理を再確認し、
さらに、安全性向上のため、窒素封
入切断の条件を確立した。

切断方法はバンドソー切断であり、
鋸歯に温度センサーを設置して、温
度上昇を感知したら運転が停止する
インターロックにより、火花の発生
を防止している。

切断時の目視による切断部の監視、
加工条件の厳守、使用前の刃物の点
検を実施している。

発生事業所 No.186の事象への対応参照。

186 北海道 平成24年2月24日 その他（小火等）
車載トランス粗解体中の小
火の発生

トランス筐体の切断時に発生する火花が内部に残留し
ていた油に着火。消火器を使用せず、皮手袋と難燃性
マット等にて直ちに消火。

切削チップに歯欠けが生じた場合の速やかな交換、車載トランス
中の残留溶剤の除去方法の改善、切削時の窒素ガスの噴霧等を実
施した。

切断条件及び工具管理を再確認し、
さらに、安全性向上のため、窒素封
入切断の条件を確立した。

残材中の残液はエゼクターで回収後
切断作業を行っている。切断方法も
異なっている。

切断時の目視による切断部の監視、
加工条件の厳守、使用前の刃物の点
検を実施している。

No.185の事象への対応参照。 発生事業所

187 北海道 平成26年9月5日 その他（小火等）
〔当初施設〕コンデンサ素
子取出解体装置溶接作業中
の小火発生

当初施設定期点検期間にコンデンサ解体エリアの油圧
配管の配管ブロックを近接の鉄柱に溶接する作業中、
素子くずに飛び火し発火。消火器により消火。

溶接作業の周囲に可燃物がないことを確認するとともに、養生
シートがずれないようシートを固定することをルール化し、作業
の都度作業責任者が確認することとした。

溶接作業（火気使用）時における防
炎シートの固定等作業手順を遵守す
ることを関係者に注意喚起するとと
もに、３S（整理・整頓・清掃）の徹
底を図った。

災害防止協議会で工事業者に注意す
るよう徹底している。火気使用工事
については、安全審査会において
JESCO、TKS及び工事業者の３者で、
作業の安全性等を審査している。ま
た、火気作業終了後２時間の火気監
視を義務付けている。

不燃シート類による作業場所の養生
等火気作業の際の注意事項は火気使
用許可願いに明記するなどして、周
知徹底している。

溶接作業（火気使用）時における防
炎シートの固定等作業手順を遵守す
ることを関係者に注意喚起するとと
もに、３S（整理・整頓・清掃）の徹
底を図った。

発生事業所

188 北九州 平成18年9月30日 その他
二次洗浄室における天井材
の一部落下

天井材を支えるクリップ強度の低下、及び点検時の二
次洗浄室の急激な圧力低下により、洗浄室内の天井
（約1,000㎡）の一部（約20㎡）が破損・落下。

①天井裏点検用歩廊の設置、②急激な負圧が生じないような点検
方法の見直し、③操業に係る点検、工事等全般の安全確保、④施
設全体の天井裏総点検の実施等を行った。

発生事業所

毎日３回負圧測定を行うことによ
り、異常の早期発見及び対応が行え
るようにしている。また、負圧の逆
転が起きないよう、運転の立上立下
手順を確立している。

天井板がある作業場通路について補
強を施した。

天井材クリップの点検を行い問題な
いことを確認した。

点検歩廊の設置、天井材クリップの
強度増強を行った。また、給気用ダ
ンパと排気用ダンパの電源は同じ系
統から電力を供給されており、電気
系統の点検時に排気のみが稼働して
急激な室圧低下が生じることはない
ことを確認した。

189 北九州 平成23年8月3日 その他
第2期処理施設特殊解体室
での天井材の一部落下

結露水の浸入による強度低下のため天井材が落下し
た。

①外気の侵入を防ぐ隙間部分の補修、②天井材の復旧・更新と固
定用ビス座金の取り付けを実施した。

発生事業所
類似箇所を点検し、結露等は発生し
ないことを確認した。

類似箇所を点検し、結露等は発生し
ないことを確認した。

類似箇所を点検し、結露等は発生し
ないことを確認した。

類似箇所を点検し、結露等は発生し
ないことを確認した。

190 豊 田 平成18年10月11日 その他
減容圧縮機反転装置のアー
ム損傷

空の撹拌洗浄カゴが減容圧縮機反転装置におかれてい
る状態で、手動運転で撹拌洗浄カゴを上昇させたとこ
ろ、減容圧縮機のフレームに接触し、アームが破損｡

手動運転時の操作手順を再確認し、注意事項を手順書に明記し
た。また、安全な状態でなければカゴ反転器が起動しないイン
ターロックを設置。その後、平成２２年春期定検において改造を
実施し、同反転機は撤去済み。

該当機器なし。なお、手動運転を行
う場合は動作確認するまで作業者が
監視を行っている。また、誤操作に
は、十分注意をするよう運転会社の
職員に周知している。

発生事業所

該当機器なし。なお、手動操作を含
む非定常作業の際には、事前に手順
書又は指示書により運転会社と打ち
合わせをし、手順を共有化してい
る。

該当設備はない。なお、手動運転を
行う場合は動作確認するまで作業者
が監視を行っている。また、誤操作
には、十分注意をするよう運転会社
の職員に周知している。

該当機器を含め、想定外の作動がな
いようにインターロックを設けてい
る。

191 豊 田 平成22年11月11日 その他 非常用排煙装置誤操作

5階通路でダクトを更新工事の際に､誤って非常用排煙
口を開け､約20分間､排煙装置が作動｡非管理エリアであ
る通路部分の空気が排出されたもので､施設外へのPCB
の流出はない｡

非常時以外は排煙口を開放しないよう改めて徹底するとともに、
全排煙口に「開けるな」の表示を行った。さらに、開放ボタンに
カバーを取り付け、押下できないようにした。

工事業者・運転会社・JESCO３者での
環境設定に基づく事前打合せと現場
確認を行っている。

発生事業所

工事前後のアイソレーションは
チェックリストに基づいて原則運転
会社オペレーターが行い、運転会社
スタッフ及びJESCO担当が確認する。
また、札掛けや必要に応じての操作
禁止表示も行い、誤操作を防止して
いる。

JESCO・工事業者・運転会社で環境設
定に基づく事前打合せと現場確認を
行っている。

非常用排煙装置の開閉ボタンの横に
注意表示をしている。また、定検時
の注意事項説明会でも誤操作防止の
説明をしている。

192 東 京 平成19年2月3日 その他
水熱払出設備 気液分離槽
の天板変形

水運転中、気液分離槽に接続しているバッファータン
クから水抜きをする際、タンク内に負圧が生じ、タン
クが耐圧構造になっていたことにより、気液分離槽の
天板が変形｡

液抜き時に槽内が負圧にならないようブリザー弁を設置。

水抜き・液張りなどの環境設定にあ
たっては、事前に当社と運転会社の
関係者が操作手順をチェックしてい
る。

水抜き等の作業を行う場合には、作
業前ミーティング、ＫＹを実施し、
現場確認や環境設定内容の確認を
行っている。

発生事業所

水抜き・液張りなどの環境設定にあ
たっては、事前に当社と運転会社の
関係者が操作手順をチェックしてい
る。

水抜き・液張りなどの環境設定にあ
たっては、事前に当社と運転会社の
関係者が操作手順をチェックしてい
る。



No 事業名 発生年月日 事象 件 名 概 要 発生事業所での対応 北九州事業所での対応 豊田事業所での対応 東京事業所での対応 大阪事業所での対応 北海道事業所での対応

193 東 京 平成20年3月24日 その他
洗浄液蒸留設備トラブルに
よる水熱分解処理での不合
格液の発生

蒸留工程における脱水膜の劣化のため、水とIPAの分離
が不十分となった結果、温水廃液タンク中の炭素濃度
が上昇し、水熱酸化分解後の処理液のPCB濃度が自主管
理目標値（0.0015ppm）を繰り返し超過したため、反応
器を停止。

IPA蒸留精製工程の脱水膜を交換。温水廃液タンクのIPA高濃度排
水を希釈後水熱分解処理することとした。温水廃液タンク中の炭
素濃度を定期的（1回/月）に測定することとした。

該当設備なし。 該当設備なし。 発生事業所 該当設備なし。 該当設備なし。

194 東 京 平成20年8月21日 その他
液体酸素供給ポンプのトラ
ブルによる水熱分解処理の
停止

水熱分解反応器に液体酸素を供給するポンプが、キャ
ビテーション（液温が上がり酸素が気化しポンプ内に
溜まり送液できない状態）に伴う作動不良を起こし、
PCB処理を停止。

液体酸素タンクにて液体酸素の一部を大気中に放出して気化熱に
より熱を奪うことでタンク中の液体酸素の温度を下げることとし
た。また、ポンプの点検期間の見直し、予備品の確保を図ること
とした。

該当設備なし。 該当設備なし。 発生事業所 該当設備なし。 該当設備なし。

195 東 京 平成20年9月 その他 水熱設備冷却器の閉塞
水熱分解反応器の冷却器配管にスラリや処理廃液中の
無機物が析出し閉塞。

冷却器を２系列にし、温度又は圧力の状態を踏まえて配管内を洗
浄することとした。

該当設備なし。 該当設備なし。 発生事業所 該当設備なし。 該当設備なし。

196 東 京 平成22年9月上旬 その他
コンデンサ素子の気流搬送
系の閉塞

コンデンサ素子気流搬送系の冷却器のフィンの隙間が
素子で詰まり、搬送能力が低下し、気流の流れが悪
化。

冷却器に付帯するダクトを定期的に清掃することとした。 該当設備なし。 該当設備なし。 発生事業所 該当設備なし。 該当設備なし。

197 東 京 平成26年6月15日 その他
水熱反応器処理液連続不合
格（PCB濃度高）

処理液回収補助タンク内で乳化状物質（PCB濃度数～数
十％）が生成され、No.1水熱反応器における水熱酸化
分解後の処理液のPCB濃度が自主管理目標値
（0.0015ppm）を繰り返し超過したため、反応器を停
止。

乳化状物質が生成されないよう、処理液回収補助タンク下層の
PCBの定期的な抜出を徹底するとともに、中間層（水＋IPA）が十
分な厚みで維持されるよう適切なタンクレベルの管理を行う。乳
化状物質が生成された場合も反応器への投入を防止できるようタ
ンクの並列化・バッチ管理を行う。

該当設備なし。 該当設備なし。 発生事業所 該当設備なし。 該当設備なし。

198 大 阪 平成21年1月16日 その他
オンラインモニタリング装
置の故障

小点検工事前に実施した窒素ガス置換作業の際にスク
ラバー液がオンラインモニタリング装置の配管に流入
したことにより、装置が故障。

窒素ガス置換作業で窒素ガスが過大とならないよう流量制御弁等
を設置。非定常作業における作業指示書の発行を徹底。

工事業者・運転会社・JESCO３者での
環境設定に基づく事前打合せと現場
確認を行っている。

ＯＬＭ計の排気配管内に凝縮液（洗
浄油等）が溜まることから、点検業
者による点検時に抜き取りを実施し
ている。

工事前後のアイソレーションは
チェックリストに基づいて原則運転
会社オペレーターが行い、運転会社
スタッフ及びJESCO担当が確認する。
また、札掛けや必要に応じての操作
禁止表示も行い、誤操作を防止して
いる。

発生事業所

水抜き・液張りなどの環境設定にあ
たっては、事前に当社と運転会社の
関係者が操作手順をチェックしてい
る。

199 大 阪 平成21年1月29日 その他 廃アルカリ水の誤払出

処理委託の為に産業廃棄物処理業者に払い出した
TCB/PCB分解設備の洗浄廃アルカリ水5,510L（ドラム缶
29本）の中に､TCB/PCB分解設備の排気処理装置オイル
スクラバーに使用した溶媒(ドラム缶2本)が混在｡

運転廃棄物のドラム缶の表示管理を見直し、内容物と保管場所等
の特定が確実にできるシステムを構築した。また、専任の管理責
任者を定めた。

廃棄物管理標準に基づき、運転廃棄
物の表示、保管、処理に係るシステ
ムを構築している。

廃酸はケミドラム、廃アルカリは石
油缶で保管しており、混同しないこ
とを確認した。また、活性炭の合格
品・不合格品については明確に区別
することとした。

廃液の外部払出しは行っていない。 発生事業所
当事業所は、廃アルカリは屋外タン
クに移送し、タンクローリーで払い
出している。

200 大 阪 平成22年5月21日 その他
廃触媒払出ドラム缶の温度
上昇

東棟生成物回収室１階B系に設置の廃触媒払出ドラム缶
からの蒸気の発生。

充填ドラム缶のセッティング、ドラム缶表面温度の定期的監視、
張り込み水の増量に監視、安全作業マニュアルを改正。

該当設備なし。 該当設備なし。 該当設備なし。 発生事業所 該当設備なし。

201 大 阪 平成24年9月25日 その他
TCB/PCB蒸留塔ボトム循環
及びライン閉塞

TCB/PCB蒸留工程の第1､2塔の立上げ作業時に塔底ライ
ン等の閉塞が発生｡

定期点検で熱交換器・配管の清掃を実施。配管をフランジタイプ
に、熱媒をトレースタイプに変更。

定期点検時、腐食状況を検査してい
るが、塔頂部を含め異常がないこと
を確認したが、今後とも点検を継続
していく。

圧力監視と点検で早期発見に努めて
いる。閉塞時にはフラッシングを実
施して解消している。また、昨秋の
定期点検時にPCB分離塔の塔底ポンプ
廻りを更新した。

該当設備はないが、IPA蒸留系等があ
るため、関係者に周知し、注意喚起
を行っている。

発生事業所
設計及び運転方法が異なっており、
同様の事象は発生しないことを確認
した。

備考： 対象案件の期間は、各事業の操業期間中、平成26年9月末まで。また、対象案件にはJESCOのトラブル連絡・公表基準等に基づき公表されたものに加え、監視委員会等でトラブル又はそれに類するものとして報告されたものを含む。


